
◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

1 委託 ―
総合企画政
策室

名張市ふるさと納税事務業務委託 名張市
鴻之台1番
町1番地

地内
株式会社松阪電子計算センター
名張営業所

平成31年4月1日 ― 5,313,600 平成31年4月1日 令和2年3月31日

本業務は、ふるさと納税制度を活用した寄
附にかかる受付（受付サイトの管理を含
む）、返礼品事業者への連絡・調整、寄附
受領証明書の発行、寄附金控除に係る申
告特例に関する申請書の送付及び受付、
関連自治体への通知書の送付、新たな返
礼品の提案など、ふるさと納税に関する業
務を委託することにより、業務の効率化及
び民間企業のノウハウを活用し、さらなる
寄附の獲得を目指すものである。

・第2号
・昨年１０月から事務業務委託を行ってい
る本事業については、複数の納税サイトを
運用管理するほか、ワンストップ特例申請
書の受付および通知書の送付業務などを
新たに構築し、効率よく実施している。これ
らは高等な技術を要し、他に求めることが
できないため。

複数単価契約

2 委託 ― 秘書広報室 「広報なばり」印刷業務委託 名張市
鴻之台1-1
外

地内 株式会社伊和新聞社 平成31年4月1日 ― 9.5 平成31年4月1日 令和2年3月31日 広報なばりの印刷、製本・加工、納品

・第2号
・市の広報紙は従来から、A４版などに比
べ、読みやすい文字の大きさで、多くの情
報を掲載できるタブロイド判としており、ま
た、緊急事態や重要事案が発生した場合
などは迅速に対応する必要があり、加え
て、市内事業者育成の観点から、広報な
ばり印刷業務については、自ら保有するタ
ブロイド判印刷機で印刷を行える市内事業
者とし、この条件を満たす企業は左記一社
のみである。

・単価契約  (1部当たり)
・予定数量：33,900部×
12回

3 委託 ―
総務部　契
約管財室

名張市庁舎昇降機設備保守点検
業務委託

名張市
鴻之台1番
町

地内
株式会社日立ビルシステム中部
支社

平成31年4月1日 ― 2,980,800 平成31年4月1日 令和2年3月31日 市庁舎エレベータ3台の検査及び点検

・第2号
・24時間365日遠隔監視及び異常時に直
接通話を行うため、メーカ以外の業者では
対応が困難である。

4 委託 ―
総務部　情
報政策室

総合住民情報システム改元対応改
修作業委託

名張市
鴻之台1番
町1番地

地内
株式会社松阪電子計算センター
名張営業所

平成31年4月1日 ― 4,390,848 平成31年4月1日 平成31年4月30日

戸籍・住民基本台帳、税、国民健康保険、
国民年金事務等の「総合住民情報システ
ム」で使われる和暦について新元号の施行
に伴う表記にするための改修。

・第2号
・本作業は、同システムパッケージ版権を
有し、同システムの稼働環境の運用管理
を行っている事業者以外実施できないた
め。

5 委託 ―
総務部　情
報政策室

「総合住民情報システム」印刷製本
作業

名張市
鴻之台1番
町1番地

地内
株式会社松阪電子計算センター
名張営業所

平成31年4月1日 ― 22,875,400 平成31年4月1日 令和2年3月31日

庁外のデータセンターにおいて大型ホスト
コンピューターを用いて大量一括処理を行
い、大型プリンタにより台帳や税納付書な
どの大量帳簿を出力する。

・第2号
・本作業は、同システムと密接不可分なも
のであり、パッケージの版権を有するととも
に運用管理を行う事業者以外実施できな
いため。

6 委託 ―
総務部　情
報政策室

「総合住民情報システム」運用管理
業務委託

名張市
鴻之台1番
町1番地

地内
株式会社松阪電子計算センター
名張営業所

平成31年4月1日 ― 85,769,280 平成31年4月1日 令和2年3月31日
戸籍・住民基本台帳、税、国民健康保険、
国民年金事務等の「総合住民情報システ
ム」運用管理事務。

・第2号
・同システムパッケージの版権を有し、環
境構築及び運用管理を行う事業者以外実
施できないため。

7 物品等 ―
総務部　情
報政策室

名張市公共施設予約システム利用 名張市
鴻之台1番
町1番地外

地内
株式会社富士通マーケティング
中部営業本部東海支社

平成31年4月1日 ― 3,499,200 平成31年4月1日 令和2年3月31日
施設予約システムをインターネットサービス
で構築し、職員、利用者（PC端末）及び携
帯電話での利用を可能とするもの。

・第2号
・昨年度に引き続き、当市のデータを格納
したシステムを運用するため。

8 物品等 ―
総務部　情
報政策室

情報系通信基盤（LGWAN系ネット
ワーク）延長利用

名張市
鴻之台1番
町1番地

地内
株式会社松阪電子計算センター
名張営業所

平成31年4月1日 ― 9,196,092 平成31年4月1日 令和元年12月31日
庁内情報ネットワークシステムのハード
ウェア、ソフトウェア一式の延長利用

・第2号
・長期継続契約が終了する機器の再リー
ス。

9 工事
タイル・レン
ガ・ブロック
工事

地域環境部
環境対策室

名張市斎場火葬炉設備修繕工事 名張市
滝之原

4538番地2
地内 株式会社宮本営業所 令和元年8月1日 ― 4,315,680 令和元年8月1日 令和元年9月30日

火葬炉内部における耐火材修繕のための
工事

・第2号
・本工事は既設設備と密接なものであり、
メーカー独自の規格、特許製品である部分
が多く、設備施工業者以外に施工させた
場合、大きな支障が生じるおそれがあるた
め。

10 工事
タイル・レン
ガ・ブロック
工事

地域環境部
環境対策室

名張市斎場火葬炉設備修繕工事 名張市
滝之原

4538番地2
地内 株式会社宮本営業所 令和元年8月1日 令和元年8月5日 4,395,600 令和元年8月1日 令和元年12月31日

工事に取り掛かるにあたり、現地にて工事
場所及び主要資材を確認した結果、工事
記録の適切な作成及び管理に十分な期間
が必要であるため、工期を変更する。

―

変更１回目：工期延長
（変更前9月30日）、工
期延長に伴う消費税の
増額あり。

11 委託 ―

地域環境部
人権・男女共
同参画推進
室

人権のまちづくり推進事業 名張市
希央台５番
町１９番地

地内 名張市人権センター 平成31年4月1日 ― 3,230,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

人権尊重都市実現のため「人材育成」「教
育・啓発」「相談」「調査研究」「男女共同参
画センター運営」に係る業務の企画立案と
実施。

・第2号
・先駆的、機動性、独創性、柔軟性が期待
でき、「人材育成」「教育・啓発」「相談」「調
査研究」「男女共同参画センター運営」の５
分野わたり企画立案から実施までを一括
で受託できる事業者であるため。

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

12 委託 ―
地域環境部
地域経営室

名張市市民情報交流センター管理
運営業務委託事業

名張市
希央台５番
町１９番地

地内 名張市人権センター 平成31年4月1日 ― 4,294,841 平成31年4月1日 令和2年3月31日 名張市市民情報交流センター管理運営業務

・第2号
・名張市人権センターは施設の総合的な
管理運営及び事業調整等を円滑に行うこ
とができ、現場の状況等に精通している団
体であるため。

13 物品等 ―
市民部　課
税室

eLTAX電子審査ＡＳＰサービス利
用契約

名張市

役所内及
び株式会
社日立シス
テムズ

地内
株式会社日立システムズ中部支
社

平成31年4月1日 ― 3,116,880 平成31年4月1日 令和2年3月31日

地方税ポータルシステム（eLTAX）の業務
はLGWAN回線を通信基盤としており、
LGWAN－ASPサービスの利用により実施
可能となる。本業務は当市課税システムと
データの互換性のあるLGWAN-ASPサービ
スの提供である。

・第2号
・当市の税システムは、（株）日立システム
ズが開発したシステムであり、電子申告等
の業務は、ｅLTAX（地方税ポータルシステ
ム）を介するため、、当市の税システムと
データの互換性があるＬＧＷＡＮ-ＡＳＰ
サービスを提供できる同業者と随意契約
する。

14 委託 ―
市民部　課
税室

家屋評価入力業務委託 名張市
鴻之台1番
町1番地

地内
株式会社松阪電子計算センター
名張営業所

令和元年6月13日 ― 2,431,274 令和元年6月13日 令和2年3月31日
新築増築家屋の評価計算を委託し、家屋
平面図及び家屋計算表を住民情報システ
ムに連携させることを目的とする。

・第2号
・全庁的に運用する住民情報システムに
家屋評価情報を入力するため、既存のシ
ステム提供事業者にしか委託できない。加
えて、従前から使用する家屋評価システム
を使用することにより開発コストの削減が
期待できる。

複数単価契約

15 委託 ―
市民部　課
税室

固定資産税評価替え支援業務委
託

名張市
名張市鴻
之台1-1

地内 株式会社立地評価研究所 令和元年7月24日 ― 8,800,000 令和元年7月24日 令和2年3月31日 

令和３年度固定資産税（土地）評価替えに
おいて実施する、固定資産評価基準に基
づく土地評価に係る一連の業務の第二年
度業務を委託するもので、適正な固定資産
評価を実施するための補助を目的とする。

・第2号
・本年度の第二年度業務を、昨年の第一
年度業務を実施した業者以外に委託した
場合、連続性等を担保できず当該業務全
般にわたり著しい支障が生じるため。

16 委託 ―
市民部　課
税室

固定資産税異動情報整備業務委
託

名張市 鴻之台1-1 地内 国際航業株式会社三重営業所 令和元年8月29日 ― 3,916,000 令和元年8月29日 令和2年3月31日 

固定資産（土地及び家屋）の課税客体を敵
あくに把握するとともに、評価の適正化、課
税の公平化及び事務の効率化を目的とす
る。

・第2号
・当室で使用するＧＩＳシステムは、従前よ
り左記事業者により名張市独自にカスタマ
イズを行っている。本件によりシステム
データの更新・管理を行うにあたり、その
連続性・整合性の確保は、従前と同様の
事業者にしか行うことができないため。

17 委託 ―
市民部　保
険年金室

集団特定健康診査事業委託 名張市
鴻之台1番
町1番地

地内
医療法人健康支援三恵 三恵クリ
ニック

令和元年6月27日 ― 8,560,344 令和元年7月1日 令和2年3月31日
指定場所（市役所、地区の市民センターな
ど）への出張（巡回）特定健診

・第2号
・平成24年度から集団特定健康診査を委
託しており、健診受診者に経年で結果を通
知できるという利点がある。また、市が指
定する集団健診実施日に健診を実施でき
る業者が下記業者のみであるため

複数単価契約

18 委託 ―
市民部　保
険年金室

令和元年度特定保健指導事業（後
期）委託

名張市
名張市鴻
之台1番町
1番地地内

地内 株式会社現代けんこう出版 令和元年9月26日 ― 2,654,300 令和元年9月26日 令和2年3月31日 

不適切な生活習慣による、生活習慣病の
発症を防ぐため、特定健康診査受診者のう
ち、積極的支援や動機付け支援に該当す
る人を対象に、個別又は集団により保健指
導を実施する。

・第2号
・この業務は、特定健診後に特定保健指
導を対象者に実施する事業であり、特定
保健指導を熟知し、保健指導を受託してい
る実績を有することを必要とする。現代け
んこう出版は、平成23年度から実施する特
定保健指導の受託業者であり、内容・質と
もに実績が評価でき、委託後の特定保健
指導終了率の実績も上がっている。また、
市が実施する保健指導の日程と内容に合
うのが左記の業者のみであるため。

複数単価契約

19 委託 ―

福祉子ども
部　子ども発
達支援セン
ター

平成31年度　名張市個別乳幼児特
別支援事業委託

名張市 ─ 地内 社会福祉法人名張育成会 平成31年4月1日 ― 2,500,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

対象児の支援計画の作成やモニタリング
など、特に専門的な知識を必要とするため
言語聴覚士等の専門職員を有する児童発
達支援センターどれみに事業の一部を業
務委託する。

・第２号
・事業実施にはより高度で専門的な知識が
不可欠であるため専門職員を有する児童
発達支援センターを運営する社会福祉法
人に業務を委託する。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

20 委託 ―

福祉子ども
部　子ども発
達支援セン
ター

平成31年度　名張市障害者相談支
援事業委託

名張市 ─ 地内 社会福祉法人名張育成会 平成31年4月1日 ― 5,000,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

発達に心配のある子どもの家族からの相
談に、より専門的な助言や情報提供するた
め、言語聴覚士等専門職員を有する児童
発達支援センターどれみに業務委託する。

・第２号
・事業実施にはより高度で専門的な知識が
不可欠であるため専門職員を有する児童
発達支援センターを運営する社会福祉法
人に業務を委託する。

21 委託 ―

福祉子ども
部　子ども発
達支援セン
ター

平成31年度　名張市障害児地域支
援事業委託

名張市 ─ 地内 社会福祉法人名張育成会 平成31年4月1日 ― 11,000,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

発達に心配のある子どもの家族へのより
専門的な相談や子どもとその家族同士の
交流や憩いの場を提供するため、言語聴
覚士等専門職員を有する児童発達支援セ
ンターどれみに業務委託する。

・第２号
・事業実施にはより高度で専門的な知識が
不可欠であるため専門職員を有する児童
発達支援センターを運営する社会福祉法
人に業務を委託する。

22 委託 ―

福祉子ども
部　地域包
括支援セン
ター

名張市一般介護予防事業委託 名張市 丸之内79 地内
社会福祉法人名張市社会福祉協
議会

平成31年4月1日 ― 16,344,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日
・当事業は、介護予防に関する知識の普及
啓発、介護予防の普及に係る運動等の介
護予防に関する教室の開催を行うもの

・第２号
・専門的なサービスの提供、名張市総合福
祉センターふれあいの活用という点におい
て、「社会福祉法人名張市社会福祉協議
会」以外では実施することができない。

23 委託 ―
福祉子ども
部　医療福
祉総務室

平成31年度 伊賀・奥宇陀地域脳
神経疾患医療体制整備に関する
調査事業委託

名張市 全域 地内 公立大学法人奈良県立医科大学 平成31年4月1日 ― 4,000,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日
伊賀・奥宇陀地域における脳神経疾患に
かかる医療体制の整備に向けた方策等に
ついて調査研究を実施

・第2号
・脳血管疾患については奈良医大の支援
と協力によって対応されているため、共同
で調査・研究を実施する必要がある

24 委託 ―
福祉子ども
部　医療福
祉総務室

平成31年度名張市民生児童委員
組織活動事業委託

―
名張市民生委員児童委員協議会
連合会

平成31年4月1日 ― 5,580,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日 民生委員児童委員の活動費 3万円×186名
・第2号
・市内外を通じて唯一の団体であるため

25 委託 ―
福祉子ども
部　医療福
祉総務室

名張市福祉まちづくりセンター運営
事業業務委託

名張市 元町 地内
社会福祉法人名張市社会福祉協
議会

平成31年4月1日 ― 6,000,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日 名張市福祉まちづくりセンターの運営事業

・第2号
・ノウハウ、専門性を持ち、ボランティアセ
ンターとの一体的な実施による効率性を鑑
み同法人へ委託

26 委託 ―
福祉子ども
部　医療福
祉総務室

一次救急医療体制に関する協定 名張市 　朝日町 地内 一般社団法人名賀医師会 平成31年4月1日 ― 3,015,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日
名張市・伊賀市（旧青山町区域）と名賀医
師会との協定による業務委託

・第2号
・市内で唯一の団体であるため

27 物品等 ―
福祉子ども
部　医療福
祉総務室

総合福祉センターふれあい駐車場
管理システム賃貸借

名張市 丸之内 地内 株式会社JECC 令和元年8月23日 ― 131,868 令和元年9月21日 令和6年9月20日
総合福祉センターふれあい駐車場管理シ
ステム（カーゲートを除く）の機器賃貸借

・第2号、第5号
・既設機器は故障が多発しており、早急な
対応が必要であることと、既設機器のう
ち、比較的新しいカーゲートを残し、それ以
外の機器をリース契約する必要があるた
め、一連の機器の連携を鑑みて同じ会社
の製品とする。

・長期継続契約（60か
月）
・契約金額は月額

28 委託 ―
福祉子ども
部　介護・高
齢支援室

名張市配食サービス事業委託 名張市

蔵持、美
旗、薦原、
比奈知、桔
梗が丘、梅
が丘、すず
らん台

地内 有限会社ネオ・アシスト 平成31年4月1日 ― 2,594,878 平成31年4月1日 令和3年3月31日

　本事業は、調理が困難な単身高齢者等
に対して定期的に居宅に訪問し、栄養の調
和のとれた食事の提供し、合わせて安否
や体調の確認を行い生活の支援をしていく
ものであり、高齢者が住み慣れた地域にお
いて、その有する能力に応じて自立した日
常生活を営むことができるよう、また、これ
らの高齢者の生活の質の確保を図ることを
もって高齢者の福祉の向上に資することを
目的として実施する。

・第2号
・本事業は、調理が困難な単身高齢者等
に対して定期的に居宅を訪問し、栄養の調
和のとれた食事を提供し、合わせて安否
や体調の確認を行い生活の支援をしてい
くものであり、単に価格の比較ではなく、事
業を適正、安全、確実に事業運営を確保
できる事業者と契約する必要があるため、
プロポーザル方式提案者審査結果に基づ
き随意契約を行った。

・長期継続契約　(期間2
年)
・契約金額は年額

29 委託 ―
福祉子ども
部　健康・子
育て支援室

平成31年度健康増進法に基づく歯
周疾患検診業務委託

名張市 南町外 地内 一般社団法人伊賀歯科医師会 平成31年4月1日 ― 3,429,255 平成31年4月1日 令和2年3月31日
歯周疾患検診及び研修を実施し、歯周疾
患防止についての啓発を図る。

・第２号
・一般社団法人伊賀歯科医師会と契約す
ることにより、市内各医療機関で同じ内容
の歯周疾患検診の実施が可能となるた
め。

複数単価契約

30 委託 ―
福祉子ども
部　健康・子
育て支援室

平成31年度名張市地域子育て支
援センター事業委託

名張市
桔梗が丘5
番町2街区
48番地

地内 医療法人つくし 平成31年4月1日 ― 3,750,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日
保育士及び看護師による相談事業や各種
子育て支援事業を実施する。

・第２号
・保育士、看護師を配置した相談体制が
整っており、かつ一般社団法人名賀医師
会の推薦をうけているため。

31 委託 ―
福祉子ども
部　健康・子
育て支援室

平成31年度生活習慣病予防重点
プロジェクト事業業務委託

名張市
栗真町屋
町

地内 国立大学法人三重大学 平成31年4月1日 ― 6,000,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日
生活習慣病予防に関する市民公開講座等
を開催する。

・第２号
・県内の事情に精通し、生活習慣病につい
ての研究実績が豊富であるため。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

32 委託 ―
福祉子ども
部　健康・子
育て支援室

平成31年度健康増進法に基づくが
ん検診委託

名張市
桔梗が丘8
番町外

地内 一般社団法人名賀医師会 平成31年4月1日 ― 51,121,854 平成31年4月1日 令和2年3月31日
市内医療機関において、各種がん検診を
実施する。

・第２号
・一般社団法人伊賀歯科医師会と契約す
ることにより、市内各医療機関で同じ内容
のがん検診の実施が可能となるため。

複数単価契約

33 委託 ―
福祉子ども
部　健康・子
育て支援室

平成31年度名張市定期予防接種
委託（単価契約）

名張市
桔梗が丘5
番町外

地内 一般社団法人名賀医師会 平成31年4月1日 ― 239,997,924 平成31年4月1日 令和2年3月31日
市内医療機関において、各種予防接種を
実施する。

・第２号
・一般社団法人伊賀歯科医師会と契約す
ることにより、市内各医療機関で効率的に
予防接種を実施することが可能となるた
め。

複数単価契約

34 委託 ―
福祉子ども
部　健康・子
育て支援室

令和元年度名張市集団がん検診
（Ａ日程）業務委託

名張市
鴻之台1番
番町外

地内
医療法人健康支援三恵 三恵クリ
ニック

令和元年5月10日 ― 20,959,603 令和1年5月10日 令和2年3月31日 集団がん検診を実施する。

・第２号
・がん検診に必要な医療機器を所有し、そ
れらの機器を取り扱う特殊な技術を持つ人
材の調達が可能であるため。

複数単価契約

35 委託 ―
福祉子ども
部　健康・子
育て支援室

令和元年度名張市集団がん検診
（B日程）業務委託

名張市
鴻之台1番
町外

地内
公益財団法人三重県健康管理事
業センター

令和元年8月5日 ― 27,784,443 令和元年8月5日 令和2年3月31日 
市内各所において、集団がん検診をがん
検診業者に委託して実施する。

・第2号
・がん検診に必要な医療機器を所有し、こ
の機器を取り扱う人員の配置が可能であ
るため。

複数単価契約（契約金
額欄は消費税を10%とし
て計算した場合の支出
予定総額を表示）

36 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（梅が丘小学校区1）

名張市
梅が丘北2

番町
地内

梅が丘小学校区放課後児童クラ
ブ運営委員会

平成31年4月1日 ― 2,742,388 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

37 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（梅が丘小学校区2）

名張市
梅が丘北2

番町
地内

梅が丘小学校区放課後児童クラ
ブ運営委員会

平成31年4月1日 ― 3,508,566 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

38 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（桔梗が丘東小学校区）

名張市
桔梗が丘7

番町
地内

桔梗が丘東小学校区放課後児童
クラブ運営委員会

平成31年4月1日 ― 3,412,500 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

39 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（箕曲小学校区）

名張市 夏見 地内
箕曲小学校区放課後児童クラブ
運営委員会

平成31年4月1日 ― 3,336,354 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

40 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（つつじが丘小学校区Ⅰ）

名張市
つつじが丘
北3番町

地内
つつじが丘小学校区放課後児童
クラブ運営委員会

平成31年4月1日 ― 2,904,810 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

41 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（つつじが丘小学校区Ⅱ）

名張市
つつじが丘
北3番町

地内
つつじが丘小学校区放課後児童
クラブ運営委員会

平成31年4月1日 ― 3,478,090 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

42 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（百合が丘小学校区1）

名張市
百合が丘
東9番町

地内
百合が丘小学校区放課後児童ク
ラブ運営委員会

平成31年4月1日 ― 3,606,860 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

43 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（百合が丘小学校区2）

名張市
百合が丘
東9番町

地内
百合が丘小学校区放課後児童ク
ラブ運営委員会

平成31年4月1日 ― 3,163,780 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

44 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（すずらん台小学校区）

名張市
すずらん台

東3番町
地内

すずらん台小学校区放課後児童
クラブ運営委員会

平成31年4月1日 ― 3,027,250 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

45 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（桔梗が丘南小学校区）

名張市
桔梗が丘5

番町
地内

桔梗が丘南小学校区放課後児童
クラブ運営委員会

平成31年4月1日 ― 2,666,440 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

46 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（名張小学校区1）

名張市 丸之内 地内
名張小学校区放課後児童クラブ
運営委員会

平成31年4月1日 ― 2,903,054 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

47 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（名張小学校区2）

名張市 丸之内 地内
名張小学校区放課後児童クラブ
運営委員会

平成31年4月1日 ― 2,824,908 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

48 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（名張小学校区3）

名張市 丸之内 地内
名張小学校区放課後児童クラブ
運営委員会

平成31年4月1日 ― 2,779,996 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

49 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（蔵持小学校区）

名張市
蔵持町原

出
地内

蔵持小学校区放課後児童クラブ
運営委員会

平成31年4月1日 ― 3,304,168 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

50 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（美旗小学校区1）

名張市 新田 地内
美旗小学校区放課後児童クラブ
運営委員会

平成31年4月1日 ― 2,880,696 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

51 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（美旗小学校区2）

名張市 新田 地内
美旗小学校区放課後児童クラブ
運営委員会

平成31年4月1日 ― 2,537,852 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

52 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（比奈知小学校区）

名張市 下比奈知 地内
比奈知小学校区放課後児童クラ
ブ運営委員会

平成31年4月1日 ― 2,698,146 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

53 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（錦生赤目小学校区1）

名張市 赤目町檀 地内
錦生赤目小学校区放課後児童ク
ラブ運営委員会

平成31年4月1日 ― 3,110,168 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

54 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市放課後児童健全育成事業
委託（錦生赤目小学校区2）

名張市 赤目町檀 地内
錦生赤目小学校区放課後児童ク
ラブ運営委員会

平成31年4月1日 ― 2,500,528 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放課後児童クラブの運営業務
※当初契約額は、単価契約による年間見
込額

・第2号
・市の実施要綱に基づき、小学校区に組織
された運営委員会へ業務を委託

複数単価契約

55 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

名張市ひとり親家庭学習支援ボラ
ンティア事業業務委託

― 名張地区まちづくり協議会 平成31年4月1日 ― 2,998,600 平成31年4月1日 令和2年3月31日
ひとり親家庭の小中学生を対象に、ボラン
ティアが学習支援等を実施する事業

・第2号
・学習支援ボランティアとして市内で活動し
ている団体が他になく、これまで実施した
実績を持ち、実施可能な団体であるため

56 委託 ―
福祉子ども
部　子ども家
庭室

児童扶養手当制度改正に伴うシス
テム改修業務委託

名張市
鴻之台1番
町1番地

地内
株式会社松阪電子計算センター
名張営業所

令和元年7月10日 ― 4,957,700 令和元年7月10日 令和2年3月31日 

児童扶養手当法の一部改正に伴う児童扶
養手当制度見直しに対応するためのシス
テム改修。（1）支払期月の改正　（2）支給
制限の適用期間の改正。

・第2号
・本改修については、現行システムの運
用・改修等の管理を行っている事業者以
外実施できないため。

57 委託 ―
福祉子ども
部　生活支
援室

名張市生活困窮者自立支援事業
就労準備支援事業委託

名張市
丸之内79
番地ほか

地内 社会福祉法人名張市社会福祉協
議会

平成31年4月1日 ― 10,357,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

生活困窮者自立支援法に基づき、本市に
おける生活保護受給者以外の生活困窮者
に対し、包括的、継続的な支援を行うことに
より、その自立の促進を図るための事業を
行う。

・第2号
・本事業は支援内容が多岐に渡り、複数の
機関や事業所と包括的な連携が必要であ
ること、また、これまで自立支援サポート事
業を実施してきたこと、さらにモデル事業
以降本事業を実施してきた実績から、事業
の円滑的継続的に実施するため。

58 委託 ―
福祉子ども
部　生活支
援室

名張市生活困窮者自立支援事業
自立相談支援事業委託

名張市
丸之内79
番地ほか

地内
社会福祉法人名張市社会福祉協
議会

平成31年4月1日 ― 14,500,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

生活困窮者自立支援法に基づき、本市に
おける生活保護受給者以外の生活困窮者
に対し、社会参加、職場体験を通じた訓練
を実施し、就労意欲の喚起を行うなど当該
生活困窮者の状態に応じた段階的な支援
を一貫して行うとともに、就職希望者の条
件に近い就労先を独自に開拓することによ
り、当該生活困窮者の一般就労の実現を
図るための事業を行う。

・第2号
・本事業は即時一般就労を望めない困窮
者に対してボランティアや職場体験など
様々な支援を行うため複数の機関や事業
所と包括的な連携が必要であること、ま
た、これまで居場所づくり事業を実施してき
たこと、さらにモデル事業以降本事業を実
施してきた実績から、事業の円滑的継続
的に実施するため。

59 委託 ―

福祉子ども
部　地域包
括支援セン
ター

生活支援コーディネーター事業委
託

名張市 丸之内79 地内
社会福祉法人名張市社会福祉協
議会

平成31年4月1日 ― 3,000,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

・当事業は、全市的な生活支援・介護予防
サービスのコーディネート等に関する事業
及び日常生活支援の担い手となるボラン
ティア等の養成事業を行うもの

・第２号
・専門的業務及び人材において左記事業
者以外では実施することができない。

60 委託 ―

福祉子ども
部　地域包
括支援セン
ター

伊賀地域福祉後見サポートセン
ター事業委託

伊賀市
上野中町
2976番地1

地内
社会福祉法人伊賀市社会福祉協
議会

平成31年4月1日 ― 4,500,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日
・当事業は、地域住民の福祉後見制度全
般への支援、成年後見制度の市長申立て
についての連絡調整と支援をおこなうもの

・第２号
・福祉後見制度に関する経験や知識が豊
富な点において、左記事業者以外では実
施することができない。

61 委託 ―

福祉子ども
部　地域包
括支援セン
ター

名張市在宅医療支援センター事業
運営委託

名張市
朝日町
1361番地4

地内 一般社団法人名賀医師会 平成31年4月1日 ― 7,500,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日
・当事業は、在宅療養を希望する患者・家
族に対し総合的な相談・支援を行うもの

・第２号
・医療サービスの提供及び医療機関の紹
介・連携等において、左記事業者以外では
実施することができない。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

62 委託 ―
福祉子ども
部　保育幼
稚園室

名張市マイ保育ステーション事業
委託（昭和保育園内）

名張市 丸之内79 地内
社会福祉法人名張市社会福祉協
議会

平成31年4月1日 ― 4,200,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日 マイ保育ステーション運営業務

・第2号
・利用者への支援の継続の観点から、事
業の実施園である昭和保育園を運営して
いる名張市社会福祉協議会へ委託

63 委託 ―
福祉子ども
部　保育幼
稚園室

名張市マイ保育ステーション事業
委託（みはた虹の丘保育園内）

名張市 新田1005 地内 社会福祉法人名張育成会 平成31年4月1日 ― 4,200,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日 マイ保育ステーション運営業務

・第2号
・利用者への支援の継続の観点から、事
業の実施園であるみはた虹の丘保育園を
運営している名張育成会へ委託

64 委託 ―
福祉子ども
部　保育幼
稚園室

名張市病児・病後児保育事業委託
契約

名張市 希央台4-2 地内 医療法人グリーンスウォード 平成31年4月1日 ― 8,880,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日 病児病後児保育運営業務

・第2号
・病児・病後児保育事業を適切に実施でき
る職員配置が可能で、疾患の状態に応じ
静養や隔離できる保育室棟の設備がある
実施施設は、医療法人グリーンスウォード
「みらいのこどもクリニック病児保育室」の
み

65 委託 ―
福祉子ども
部　保育幼
稚園室

名張市家庭的保育事業委託（ぞう
さん）

名張市
丸之内55-
5

地内 家庭的保育者玉川眞知子 平成31年4月1日 ― 7,580,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日 家庭的保育運営業務

・第2号
・家庭的保育事業は、家庭的保育事業ガ
イドラインに沿った基礎研修をすべて修了
し、認定を受けたものと委託契約を結ぶた
め。

66 委託 ―
福祉子ども
部　保育幼
稚園室

名張市家庭的保育事業委託
（Hoppe）

名張市
桔梗が丘
3-4-41-46

地内 家庭的保育者坂本由里子 平成31年4月1日 ― 8,822,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日 家庭的保育運営業務

・第2号
・家庭的保育事業は、家庭的保育事業ガ
イドラインに沿った基礎研修をすべて修了
し、認定を受けたものと委託契約を結ぶた
め。

67 委託 ―
福祉子ども
部　保育幼
稚園室

名張市家庭的保育事業委託（くれ
よん）

名張市
桔梗が丘
西1－148

地内 家庭的保育者中原由貴 平成31年4月1日 ― 8,734,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日 家庭的保育運営業務

・第2号
・家庭的保育事業は、家庭的保育事業ガ
イドラインに沿った基礎研修をすべて修了
し、認定を受けたものと委託契約を結ぶた
め。

68 委託 ―
福祉子ども
部　保育幼
稚園室

子育て支援システム機能追加業務
委託

名張市
鴻之台1番
町1番地

地内
株式会社松阪電子計算センター
名張営業所

令和元年8月1日 ― 11,717,200 令和元年8月1日 令和2年3月31日 
幼児教育・保育の無償化に伴う子育て支
援システムへの機能追加（認定・支払・現
況確認など）

・第２号
・現行の子育て支援システムを開発した事
業者以外に施行させた場合、運用に著し
い支障が生じるおそれがあり、既存システ
ムの版権を有している事業者と契約するた
め

69 物品等 ―
福祉子ども
部
障害福祉室

平成31年度名張市障害者地域活
動支援センター事業委託

名張市 美旗中村 地内 社会福祉法人名張育成会 平成31年4月1日 ― 12,588,800 平成31年4月1日 令和2年3月31日
名張市障害者地域活動支援センター
ひびき運営業務（定額5,600,000円＋実
績見込6,988,800円）

・第2号
・障害者（児）に創作・生産活動の機会の
場を確保し、家族等の就労支援及び介護
者の一時的休息ができるよう事業を行うこ
とで、障害の有無にかかわらず暮らせる地
域生活を目指す。これらを熟知している法
人に委託することで効率的・効果的な事業
運営が図れるため。

実績分は単価契約

70 物品等 ―
福祉子ども
部
障害福祉室

平成31年度名張市障害者地域活
動支援センター事業委託

名張市 夏見 地内 社会福祉法人名張育成会 平成31年4月1日 ― 4,412,800 平成31年4月1日 令和2年3月31日
名張市障害者地域活動支援センタース
テーション和運営業務（定額2,800,000
円＋実績見込1,612,800円）

・第2号
・障害者（児）に創作・生産活動の機会の
場を確保し、家族等の就労支援及び介護
者の一時的休息ができるよう事業を行うこ
とで、障害の有無にかかわらず暮らせる地
域生活を目指す。これらを熟知している法
人に委託することで効率的・効果的な事業
運営が図れるため。

実績分は単価契約

71 物品等 ―
福祉子ども
部
障害福祉室

平成31年度名張市障害者地域活
動支援センター事業委託

名張市 栄町 地内 一般財団法人信貴山病院 平成31年4月1日 ― 4,681,600 平成31年4月1日 令和2年3月31日
名張市障害者地域活動支援センターリ
ボン運営業務（定額2,800,000円＋実績
見込1,881,600円）

・第2号
・障害者（児）に創作・生産活動の機会の
場を確保し、家族等の就労支援及び介護
者の一時的休息ができるよう事業を行うこ
とで、障害の有無にかかわらず暮らせる地
域生活を目指す。これらを熟知している法
人に委託することで効率的・効果的な事業
運営が図れるため。

実績分は単価契約
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

72 物品等 ―
福祉子ども
部
障害福祉室

平成31年度名張市基幹相談支援
サテライト事業委託

名張市 西原町 地内 社会福祉法人名張育成会 平成31年4月1日 ― 5,600,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日
相談窓口として、相談支援の中核的な
役割を担う基幹相談支援業務

・第2号
・相談支援の中核的な役割を担い、総合
的・専門的相談を行う必要があり、障害の
種別やニーズに対応できる特定相談支援
事業所を運営する法人に委託することで、
効率的・効果的な事業運営が図れるため。

73 物品等 ―
福祉子ども
部
障害福祉室

平成31年度名張市基幹相談支援
サテライト事業委託

名張市 美旗中村 地内 医療法人（社団）寺田病院 平成31年4月1日 ― 2,800,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日
相談窓口として、相談支援の中核的な
役割を担う基幹相談支援業務

・第2号
・相談支援の中核的な役割を担い、総合
的・専門的相談を行う必要があり、障害の
種別やニーズに対応できる特定相談支援
事業所を運営する法人に委託することで、
効率的・効果的な事業運営が図れるため。

74 物品等 ―
福祉子ども
部
障害福祉室

平成31年度名張市障害者移動支
援事業委託

名張市 ― 地内 社会福祉法人名張育成会 平成31年4月1日 ― 6,000,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

障害者及び障害児がその能力及び適
性に応じ、自立した日常生活又は社会
生活を営むことができるよう、屋外での
移動が困難な障害者等に対して、外出
のための支援業務

・第2号
・屋外移動が困難な障害者等に対し、外出
支援を行い、地域での自立生活と社会参
加促進を目的とする。この支援が可能な人
材を擁する居宅介護支援事業者で、市が
設定した単価で事業実施を希望する事業
所全てと随意契約する。

名張市障害者移動支援
事業実施要綱に基づく
単価契約

75 物品等 ―
福祉子ども
部
障害福祉室

平成31年度名張市障害者移動支
援事業委託

名張市 ― 地内 社会福祉法人鶯鳴会 平成31年4月1日 ― 6,000,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

障害者及び障害児がその能力及び適
性に応じ、自立した日常生活又は社会
生活を営むことができるよう、屋外での
移動が困難な障害者等に対して、外出
のための支援業務

・第2号
・屋外移動が困難な障害者等に対し、外出
支援を行い、地域での自立生活と社会参
加促進を目的とする。この支援が可能な人
材を擁する居宅介護支援事業者で、市が
設定した単価で事業実施を希望する事業
所全てと随意契約する。

名張市障害者移動支援
事業実施要綱に基づく
単価契約

76 物品等 ―
福祉子ども
部
障害福祉室

平成31年度名張市障害者移動支
援事業委託

名張市 ― 地内 株式会社TenAnt 平成31年4月1日 ― 5,400,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

障害者及び障害児がその能力及び適
性に応じ、自立した日常生活又は社会
生活を営むことができるよう、屋外での
移動が困難な障害者等に対して、外出
のための支援業務

・第2号
・屋外移動が困難な障害者等に対し、外出
支援を行い、地域での自立生活と社会参
加促進を目的とする。この支援が可能な人
材を擁する居宅介護支援事業者で、市が
設定した単価で事業実施を希望する事業
所全てと随意契約する。

名張市障害者移動支援
事業実施要綱に基づく
単価契約

77 物品等 ―
福祉子ども
部
障害福祉室

平成31年度名張市障害者移動支
援事業委託

名張市 ― 地内 特定非営利活動法人スリー・ディ 平成31年4月1日 ― 3,600,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

障害者及び障害児がその能力及び適
性に応じ、自立した日常生活又は社会
生活を営むことができるよう、屋外での
移動が困難な障害者等に対して、外出
のための支援業務

・第2号
・屋外移動が困難な障害者等に対し、外出
支援を行い、地域での自立生活と社会参
加促進を目的とする。この支援が可能な人
材を擁する居宅介護支援事業者で、市が
設定した単価で事業実施を希望する事業
所全てと随意契約する。

名張市障害者移動支援
事業実施要綱に基づく
単価契約

78 物品等 ―
福祉子ども
部
障害福祉室

平成31年度名張市障害者移動支
援事業委託

名張市 ― 地内 合同会社フォーライトワークス 平成31年4月1日 ― 4,620,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

障害者及び障害児がその能力及び適
性に応じ、自立した日常生活又は社会
生活を営むことができるよう、屋外での
移動が困難な障害者等に対して、外出
のための支援業務

・第2号
・屋外移動が困難な障害者等に対し、外出
支援を行い、地域での自立生活と社会参
加促進を目的とする。この支援が可能な人
材を擁する居宅介護支援事業者で、市が
設定した単価で事業実施を希望する事業
所全てと随意契約する。

名張市障害者移動支援
事業実施要綱に基づく
単価契約

79 物品等 ―
福祉子ども
部
障害福祉室

平成31年度名張市障害者（児）日
中一時支援事業委託

名張市 ― 地内 社会福祉法人名張育成会 平成31年4月1日 ― 22,200,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

障害者及び障害児の日中における活
動の場を確保し、家族等の就労支援及
び障害者及び障害児を日常的に介護
している家族の一時的な休息などの便
宜を供与する。

・第2号
・日中における活動の場を確保し、家族等
の就労支援及び介護者の一時的休息等
の便宜供与を目的とする。日頃から障害
者等を支援している事業所で、市が設定し
た単価で事業実施を希望する事業所全て
と随意契約する。

名張市障害者（児）日中
一時支援事業実施要綱
に基づく単価契約

80 委託 ―
産業部　観
光交流室

赤目四十八滝『忍者・自然・精神』
ニューツーリズムコンテンツ開発業
務委託

名張市
赤目町長
坂　外

地内
特定非営利活動法人赤目四十八
滝渓谷保勝会

令和元年5月8日 ― 4,899,960 令和元年5月8日 令和2年3月20日

赤目四十八滝渓谷の自然と忍者のルーツ
や精神など、名張市特有の観光資源を学
術的な観点で生かした観光コンテンツの開
発と観光誘客と地域経済の活性化のため
の国内外に向けたプロモーションとセール
スを実施する。

・第2号
・本業務の実施にあったての国の交付金
申請において、当該団体との協働により実
施することを前提として採択を受けている
ため。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

81 委託 ―
産業部　農
林資源室

水源林整備事業業務委託 名張市
上比奈知、
滝之原

地内 伊賀森林組合 令和元年9月20日 ― 3,960,000 令和元年9月20日 令和2年2月28日 

県から特定水源地域として指定された森林
において、森林の持つ多面的機能を持続
的、効果的に発揮させるため、間伐等の森
林整備を行うことにより針広混交林化を図
る。

・第２号
・本事業の対象森林の所有者と長期間の
森林管理に関する委託契約を締結してい
る伊賀森林組合と随意契約する必要があ
る。

82 委託 ―
産業部　商
工経済室

市民総活躍によるなばり元気継続
プロジェクト事業委託

名張市
鴻之台1番
町1番地

地内 名張市経済好循環推進協議会 令和元年7月1日 ― 34,801,000 令和元年7月1日 令和2年3月31日 

次の事業を委託により実施
・新規創業及び事業承継を支援する事業
・人材不足を解消するための子育て世帯及
びシニア層の労働支援

・第2号
・本事業は国が交付する地方創生推進交
付金（まち・ひと・しごと創生交付金）の採
択を受け、実施する事業であり、左記事業
者はこの事業を実施するために設立され
た団体であるため。

83 委託 ―
産業部　商
工経済室

プレミアム付商品券事業システム
開発及び関連業務委託

名張市
鴻之台1番
町1番地

地内
株式会社松阪電子計算センター
名張営業所

令和元年９月1日 4,052,910 令和元年９月1日 令和2年3月31日 
プレミアム付商品券購入該当者への申請
書の送付、商品券の販売等の管理を行う
ためのシステム構築等。

・第2号
・本事業は、住民情報システムのデータを
基に行う必要があるため、同システム内に
本事業用のシステムを構築することから、
住民情報システムのパッケージの版権を
有し、運用管理を行っている左記事業者以
外実施できないため。

84 工事
土木一式工
事

都市整備部
道路河川室

市道家野川原線道路改良工事（第
２期）

名張市 家野 地内 ダイリツ 平成31年4月1日 ― 6,328,800 平成31年4月1日 令和元年5月31日

道路拡幅整備：L=110m
・土工（埋戻～残土処分）：1式
・コンクリートブロック積工：A=29㎡
・砕石舗装工：A=207㎡
・排水構造物工：1式

・第５号
・当初名張川漁協と3月中の施工を協議し
ていたが、再協議の結果、引続き施工する
ことに同意を得た。また河川協議の結果、
6月中旬以降保全区域内での工事を禁じら
れていることから、一般競争入札に付する
時間的猶予がないこと及び本年度の市道
家野川原線道路改良工事（第２期）受注業
者と随意契約することで、工期の短縮及び
安価な価格で契約を締結することが可能
であり、一般競争入札に付するよりも著しく
有益であるため。

85 工事
土木一式工
事

都市整備部
道路河川室

市道家野川原線道路改良工事（第
２期）

名張市 家野 地内 ダイリツ 平成31年4月1日 令和元年5月7日 6,390,360 平成31年4月1日 令和元年5月31日

砕石舗装面積の増加に伴う増額変更。裏
込砕石数量の誤謬に伴う減額。暗渠排水
管の追加計上に伴う増額。地元要望により
撤去済既設獣害柵の仮復旧の追加計上に
よる増額。

・砕石舗装工：A=207㎡　→　218㎡
・獣害柵撤去・復旧：L=105ｍ

―
変更１回目：61,560円増
額（工期変更なし）

86 委託 ―
都市整備部
維持管理室

名張市営栄町駐車場運営管理業
務委託

名張市 栄町 地内
アマノマネジメントサービス株式
会社

平成31年4月1日 ― 3,693,600 平成31年4月1日 令和4年3月31日
名張市営栄町駐車場運営管理業　一式
・駐車場管制機器及び付帯設備他
・駐車場運営管理委託

・第２号
・本業務は、市営栄町駐車場のコインパー
キング機器の保守業務及び収納業務や緊
急対応業務等を含めた運営管理業務委託
である。実施にあたり、施工業者は特殊な
機器及び専門知識を必要とするため、機
器の設置から管理運営業務まで一貫して
施工できる業者に限られる。アマノマネイ
ジメントサービス㈱は、市内において名張
市総合福祉センター「ふれあい」や名張市
市民情報交流センター「ナバリエ」の導入
実績があり、近隣の伊賀をはじめ県内の
多数の自治体において業務実施中でであ
るので、市内においても十分な緊急時の
対応体制を構築している。また、市営名張
駅西駐車場に続き市営栄町駐車場もアマ
ノマネイジメントサービス㈱の機器を設置し
ていることから、機器に精通しており、管理
運営業務も一体して行うことで委託料の経
費削減が見込めるため。

・長期継続契約　(期間3
年)
・契約金額は年額
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

87 工事 ほ装工事
都市整備部
維持管理室

市道桔梗が丘4の23号線外２線舗
装補修工事

名張市
桔梗が丘４
番町

地内 株式会社アサヒ 令和元年8月9日 ― 2,595,240 令和元年8月9日 令和元年9月13日

総施工延長　L=176.8ｍ
1号箇所　舗装工　A=99.0㎡　区画線工　一式、
2号箇所　舗装工　A=315.0㎡　区画線工　一式、
3号箇所　舗装工　A=38.0㎡　区画線工　一式

・第6号
・本工事は、市道桔梗が丘4の23号線外2
線におけるガス工事に伴う舗装補修工事
である。ガス工事の掘削において復旧する
舗装範囲が車道全体の半幅、本工事で施
工する舗装補修範囲は残りの半幅であ
る。このことから同時施工における舗装版
切断等の費用の削減や、施工性及び工事
日程の調整等から勘案し、ガス工事にお
ける舗装復旧工事請負業者と随意契約し
たい。

88 工事 ほ装工事
都市整備部
維持管理室

市道桔梗が丘4の23号線外２線舗
装補修工事

名張市
桔梗が丘４
番町

地内 株式会社アサヒ 令和元年8月9日 令和元年9月9日 2,673,000 令和元年8月9日 令和元年9月13日

総施工延長　L=177.4ｍ
1号箇所　舗装工　A=98.0㎡　区画線工　一式、
2号箇所　舗装工　A=319.0㎡　区画線工　一式、
3号箇所　舗装工　A=39.0㎡　区画線工　一式

―
変更１回目：77,760円増
額（工期変更なし）

89
コンサ

ル
―

都市整備部
維持管理室

下出橋1外2橋補修設計積算業務
委託

名張市
下小波田
外

地内
公益財団法人三重県建設技術セ
ンター

令和元年7月16日 ― 5,841,000 令和元年7月16日 令和元年12月27日 橋梁詳細設計積算業務　3橋

・第2号
・当該業務委託は左記事業者が平成25年
度に計画策定した「橋梁長寿命化修繕計
画」で現地調査を行った橋梁が対象で、現
地の習熟において特に有利であると考えら
れる。また、公共工事の品質確保の促進
に関する法律に基づき、三重県内で唯一
の「発注者支援機関」である左記業者に委
託することで次年度以降に実施される橋梁
長寿命化修繕事業において、工事におけ
る設計積算や発注事務と工事現場におけ
る技術支援や施設の維持管理など、一貫
した事業支援が保証される。

90
コンサ

ル
―

都市整備部
維持管理室

橋梁長寿命化修繕計画策定業務
委託

名張市
桔梗が丘1
番町外

地内
公益財団法人三重県建設技術セ
ンター

令和元年7月22日 ― 9,823,000 令和元年7月22日 令和2年3月19日 橋梁長寿命化修繕計画策定業務　323橋

・第2号
・当業務は、専門知識や経験に加え、公
正・中立性の確保とともに、その内容の守
秘を担保する必要がある。左記業者は、三
重県内で唯一、公共工事の品質確保の促
進に関する法律に基づく「発注者支援機
関」であり、過去の定期点検結果を基に橋
梁長寿命化修繕計画について改善を要す
ると認めた事項や課題事項を適切に処理
できる専門的知識を有しており、法令遵守
及び秘密保持ができるなど一貫した事業
支援が保証される。

91 委託 ―
都市整備部
都市計画室

平成31年度国津コミュニティバス
「あららぎ号」運行業務委託

名張市
国津地域
～名張駅
前東口　外

地内
国津コミュニティバス「あららぎ
号」運行協議会

平成31年4月1日 ― 2,642,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

国津コミュニティバス「あららぎ号」の運行
業務委託
・旅客の安全輸送とサービス向上を含む適
正な運行、乗降客数の把握、運賃の徴収、
車両の管理等

・第２号
・当該コミュニティバスの運行は、平成16年
度の開始当初から当該運行協議会に委託
しており、既に14年の請負実績がある。ま
た、当該運行協議会は利用者のニーズや
地理情報等に精通しており、引続き旅客の
安全や利便性等を確保していく上で、他の
者に当該業務を施行させた場合その遂行
に著しい支障が生じるおそれがある。

92 委託 ―
都市整備部
都市計画室

名張市旧細川邸やなせ宿管理運
営業務委託

名張市 新町 地内 まちなか運営協議会 平成31年4月1日 ― 4,828,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日
名張市旧細川邸やなせ宿の維持管理及び
事業運営

・第２号
・地域事情・関係者間との協議など当該施
設にかかるこれまでの経過等を十分熟知
し、現場の状況等に精通しているため。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

93 委託 ―
都市整備部
都市計画室

平成31年度市街地循環型コミュニ
ティバス運行業務委託

名張市
名張駅～
桔梗が丘
駅　外

地内 三重交通株式会社 平成31年4月1日 ― 16,476,640 平成31年4月1日 令和2年3月31日

市街地循環型コミュニティバス「ナッキー
号」の運行業務委託
・旅客の安全輸送とサービス向上を含む適
正な運行、乗降客数の把握、運賃の徴収、
車両とバス停の整備等

・第２号
・当該コミュニティバスの運行経路の約4割
は三重交通の運行するバス路線と重複す
るため、路線区域及び停留所等相互の整
合を図ることができる。
また、近畿日本鉄道所有地である名張駅
西口駅前広場への乗り入れについて、三
重交通が近畿日本鉄道と契約を交わして
いることから、それ以外の者に当該業務を
施行させた場合、その遂行に著しい支障
が生じるおそれがある。

94 委託 ―
都市整備部
都市計画室

令和元年度名張市用途地域見直
し等検討業務委託

名張市 内全域 株式会社パスコ三重支店 令和元年7月24日 ― 3,410,000 令和元年7月24日 令和2年3月23日 

・地元案検討会資料の作成
　　　　（つつじが丘、さつき台、蔵持地区）
・都市計画決定図書等の作成
　　　　（八幡工業団地、さつき台）

・第2号
・「名張市マスタープラン」の改定、「名張市
用途地域等の見直し方針」及びモデル地
区計画原案作成に係るコンサルタント事業
は左記業者が受託している。また、三重県
都市計画基礎調査についても同社が受託
している。本事業は既実施の調査や業務
と一貫性のある分析・検証及び対象地域
の実情に応じた対応が必要となり、左記業
者以外のものに実施させると、著しく支障
が生じる恐れのあるため。

95
コンサ

ル
―

都市整備部
用地対策室

名張⑥地区地籍測量業務委託 名張市
夏見字坊
垣

地内 桔梗測量設計株式会社名張支店 令和元年6月5日 ― 4,244,400 令和元年6月5日 令和2年3月20日

E2工程　A=0.05㎢　　FⅠ工程　A=0.05㎢
FⅡ-1工程　A=0.05㎢　FⅡ-2工程　A=0.4
㎢
G工程　A=0.4㎢

・第2号
・現在繰越事業として実施している平成30
年度名張⑥地区地籍測量事業と一体的に
実施すべき事業であるため。

96 委託 ―
都市整備部
用地対策室

名張⑥地区地籍測量業務委託 名張市
夏見字坊
垣

地内
桔梗測量設計株式会社
名張支店

令和元年6月5日 令和元年7月3日 4,648,600 令和元年6月5日 令和2年3月20日 
法務局備付測量図が存在する筆につい
て、現地調査との整合を図るため、復元測
量を実施する。

・第2号
・現在繰越事業として実施している平成30
年度名張⑥地区地籍測量事業と一体的に
実施すべき事業であるため。

変更１回目：325,600円
増額（工期変更なし）

97 工事
機械器具設
置工事

上下水道部
下水道維持
室

中央浄化センター№1脱水機整備
工事

名張市 蔵持町里 地内
近畿環境サービス株式会社名張
事業所

令和元年6月6日 ― 23,004,000 令和元年6月6日 令和2年2月28日 脱水機整備一式

・第2号
・処理場には脱水機が1台しかなく、整備に
は運転管理の調整を要することから運転
管理受託者しかできないため。

98 工事
電気通信工
事

上下水道部
下水道維持
室

マンホール形式ポンプ場監視端末
子局更新工事

名張市
蔵持町里
外

地内
日本ソフト開発株式会社営業推
進統括部

令和元年7月29日 ― 17,600,000 令和元年7月29日 令和元年12月13日

監視端末子局更新　26施設
・監視端末　26台
・通信端末　26台
・監視方式変更　26施設

・第2号
・本工事は、インターネット同軸サービスが
令和元年11月末に終了することに伴い、
監視端末を更新してクラウド監視に変更を
行うものである。公共下水道マンホール形
式ポンプ場すべての遠方監視システム（ク
ラウド監視含む）は日本ソフト（株）が設計・
構築したものであり、更新についても他の
者では取り扱うことができないため。

99 工事
機械器具設
置工事

上下水道部
下水道維持
室

つつじが丘住宅団地汚水処理施設自
動荒目スクリーン整備工事

名張市 つつじが丘 地内
近畿環境サービス株式会社    名
張事業所

令和元年9月12日 ― 6,380,000 令和元年9月12日 令和元年12月20日
自動荒目スクリーン整備　１台
（BCL-3500型　コミニューターサービス製）

・第2号
・本整備工事は、汚水処理を行いながらの
作業となることから、施設の運転管理委託
業者と密接な調整が必要となる。また、運
転管理者以外の者が行なった場合は運転
管理に著しく支障をきたすため。

100 工事
機械器具設

置工事

上下水道部
下水道維持
室

つつじが丘住宅団地汚水処理施設自
動荒目スクリーン整備工事

名張市
名張市つ
つじが丘

地内
近畿環境サービス株式会社名張
事業所

令和元年9月12日 令和元年11月20日 6,013,700 令和元年9月12日 -

自動荒目スクリーン整備　1台
メーカーによる、部品の規格変更が生じた
ことで、部品数量が変更　シャフト22本から
16本

・第2号
・本整備工事は、汚水処理を行いながらの
作業となることから、施設の運転管理委託
業者と密接な調整が必要となる。また、運
転管理者以外の者が行なった場合は運転
管理に著しく支障をきたすため。

変更1回目：366,300円
減額

101 修繕 ―
上下水道部
下水道維持
室

マンホール形式ポンプ場（桔1-
200）ポンプ取替修繕

名張市
桔梗が丘
南1番町

地内 株式会社鶴見製作所中部支店 令和元年5月21日 ― 3,240,000 令和元年5月21日 令和元年12月27日 水中ポンプ取替修繕一式
・第2号
・ポンプの修繕はメーカでないとできないた
め。

102 委託 ―
上下水道部
下水道維持
室

長瀬地区戸別浄化槽維持管理業
務委託

名張市 長瀬　外 地内 名張環境事業協業組合 平成31年4月1日 ― 5,927,580 平成31年4月1日 令和2年3月31日 保守点検業務　3回/年　清掃業務　1回/年
・第2号
・合理化問題に関する基本協定に基づく代
替業務を行う業者であるため。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

103 委託 ―
上下水道部
下水道維持
室

マンホール形式ポンプ場維持管理
業務委託

名張市 東町　外 地内 名張環境事業協業組合 平成31年4月1日 ― 6,071,760 平成31年4月1日 令和2年3月31日 公共下水道マンホールポンプ場維持管理業務　44箇所

・第2号
・合理化問題に関する基本協定に基づく代
替業務を行う業者であるため。

104 委託 ―
上下水道部
下水道維持
室

名張市農業集落排水処理施設維
持管理業務委託

名張市
赤目町丈
六　外

地内 名張環境事業協業組合 平成31年4月1日 ― 52,565,760 平成31年4月1日 令和2年3月31日
保守点検業務　処理施設　1回/年　中継ポ
ンプ場　2回/年

・第2号
・合理化問題に関する基本協定に基づく代
替業務を行う業者であるため。

105 委託 ―
上下水道部
下水道維持
室

名張市中央浄化センター維持管理
業務委託

名張市 蔵持町里 地内
近畿環境・名張環境特定業務委
託共同企業体

平成31年4月1日 ― 162,108,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日 中央浄化センター維持管理業務一式
・第2号
・JVの代表者が施設運用当初よりプロ
ポーザル方式で選定した業者であるため。

106 委託 ―
上下水道部
下水道維持
室

中央浄化センター脱水汚泥処分 名張市 蔵持町里 地内
近畿環境サービス株式会社名張
事業所

平成31年4月1日 ― 18,900 平成31年4月1日 令和2年3月31日 下水汚泥及びし渣処分一式
・第2号
・再生利用（堆肥化）できる処理施設を有
する市内唯一の業者であるため。

単価契約　ｔ当り
年間2,300ｔ

107 委託 ―
上下水道部
下水道維持
室

中央浄化センター脱水汚泥収集運
搬業務委託

名張市 蔵持町里 地内 名張環境事業協業組合 平成31年4月1日 ― 6,685 平成31年4月1日 令和2年3月31日 下水汚泥及びし渣収集運搬業務一式
・第2号
・合理化問題に関する基本協定に基づく代
替業務を行う業者であるため。

単価契約　ｔ当り
年間2,300ｔ

108 委託 ―
上下水道部
下水道維持
室

中央浄化センター産業廃棄物処分 名張市 蔵持町里 地内 三重中央開発株式会社 令和元年5月28日 ― 2,503,440 令和元年5月28日 令和2年3月31日 産業廃棄物処理業務一式

・第2号
・伊賀管内において、中央浄化センターで
排出される産業廃棄物の必要な許可証を
全て所有し、かつ優良事業者である唯一
の業者であるため。

複数単価契約

109 物品等 ―
上下水道部
下水道維持
室

南部処理区汚泥運搬費の単価契
約

名張市 蔵持町里 地内 名張環境事業協業組合 平成31年4月1日 ― 7,776 平成31年4月1日 令和2年3月31日 下水汚泥収集運搬業務一式
・第2号
・合理化問題に関する基本協定に基づく代
替業務を行う業者であるため。

単価契約　㎥当り
年間9,160㎥

110 物品等 ―
上下水道部
下水道維持
室

名張市農業集落排水処理施設汚
泥収集運搬費単会契約

名張市 蔵持町里 地内 名張環境事業協業組合 平成31年4月1日 ― 15,660 平成31年4月1日 令和2年3月31日 下水汚泥収集運搬業務一式
・第2号
・合理化問題に関する基本協定に基づく代
替業務を行う業者であるため。

単価契約　㎥当り
年間4,650㎥

111
コンサ

ル
―

上下水道部
下水道維持
室

名張市第1期地区機能強化対策実
施設計業務委託

名張市 黒田外 地内 三重県土地改良事業団体連合会 令和元年8月5日 ― 3,258,200 令和元年8月5日 令和2年3月19日 機能強化対策事業実施設計書作成・・・1式

・第2号
・本業務は、機能強化対策事業に関する
実施設計書を作成する業務である。　平成
22年度から平成23年度にかけて委託した
名張市農業集落排水施設機能診断調査
業務および平成29年度に委託した黒田地
区・田原地区・美旗東部地区機能強化対
策事業計画書作成業務委託の受注者であ
り、当該処理施設の計画・設計にも携わ
り、当該業務内容や対象施設について熟
知していること。

112 委託 ―
上下水道部
下水道維持
室

下水道ストックマネジメント実施計画
に係る下水道管渠内TVカメラ調査業
務委託

名張市
桔梗が丘1
番町外

地内 名張環境事業協業組合 令和元年8月26日 ― 27,692,500 令和元年8月26日 令和2年3月13日 

下水道本管ＴＶカメラ調査　　　Ｌ＝8,501ｍ
マンホール目視調査　　　　　　Ｎ＝320基
高圧洗浄車清掃（φ200～φ250）Ｌ＝8,340ｍ
高圧洗浄車清掃（φ300）　　　 Ｌ＝160ｍ

・第2号
・本調査等業務委託は、『高圧洗浄車によ
る下水道本管の清掃と汚泥運搬を行った
後、専用のＴＶカメラで既設管内の状態を
調査する』ことを目的としており、合理化協
定の提供すべき代替業務の内容と合致し
ていることから、当該協定を締結する名張
環境事業協業組合と１者随意契約する。

変更1回目：2,794,000円
増額、工期延長（変更
前12月13日）

113 委託 -
上下水道部
下水道維持
室

下水道ストックマネジメント実施計画
に係る下水道管渠内ＴＶカメラ調査業
務委託

名張市
桔梗が丘1
番町ほか

地内 名張環境事業協業組合 令和元年8月26日 令和2年3月2日 29,148,900 令和元年8月26日 令和2年3月13日

①ＴＶカメラ調査　Ｌ＝8,501ｍ
地元調整や交通規制等の調整に時間を要
したため
②ＴＶカメラ調査　Ｌ＝8,938ｍ
調査続行不可であった管路の再洗浄作業
の追加

・第2号
・合理化協定における代替業務であること
より

変更2回目：1,456,400増
額

（変更前12月13日）

114 修繕 ―
上下水道部
下水道維持
室

マンホール形式ポンプ場（富3-200
ほか）ポンプ取替修繕

名張市
蔵持町原
出

地内 株式会社荏原製作所中部支社 令和元年7月2日 ― 3,456,000 令和元年7月2日 令和元年10月31日
水中ポンプ取替　1式
・100DMV265.5　1台
・50DMV26.75　　1台

・第2号
・水中ポンプ本体のみの取替にあたり、既
設の水中ポンプは（株）荏原製作所が設
計・製造したものであり、他社のポンプで
は、着脱装置等の規格が合わないため。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

115 修繕 ―
上下水道部
下水道維持
室

中央浄化センター生物脱臭塔修繕 名張市 蔵持町里 地内
近畿環境・名張環境特定業務委
託共同企業体

令和元年9月4日 ― 6,435,000 令和元年9月4日 令和2年3月18日 
生物脱臭塔修繕　1式
・生物担体入替え　1式
・活性炭入替え　1式

・第2号
・生物脱臭塔の修繕については、生物（汚
泥）を収集運搬する必要があり生物脱臭
塔メーカでは対応できないこと、及びに修
繕中の臭気管理を運転管理の調整を行い
ながら実施する必要があるため、運転管
理を行っている者でしか実施が困難であ
る。

116
コンサ

ル
―

上下水道部
下水道維持
室

名張市公共下水道再構築基本設
計（ストックマネジメント実施計画）
に係る技術的援助に関する協定

名張市
蔵持町里
外

地内 地方共同法人日本下水道事業団 令和元年8月30日 ― 33,380,000 令和元年8月30日 令和2年3月31日 
ストックマネジメント実施計画（調査）　1式
ストックマネジメント実施計画（計画策定）　1式

・第2号
・日本下水道事業団は、「日本下水道事業
団法」に基づき下水道事業を行う地方公共
団体の技術支援及び代行業務を行うこと
を目的として設立されている。
今回の実施計画は公共下水道再構築基
本設計の一連の業務となり、令和元年7月
31日に完了した「名張市公共下水道再構
築基本設計（ストックマネジメント全体計
画）に係る技術的援助に関する協定」に続
く業務となることから引き続き当事業団と
協定を結び委託を行う。

117
コンサ

ル
―

上下水道部
下水道建設
室

名張市公共下水道中央処理区終
末処理場実施設計業務に関する
協定

名張市 蔵持町里 地内 地方共同法人日本下水道事業団 平成30年8月3日 令和元年6月10日 21,780,000円 平成30年8月3日 令和元年9月30日

施設計画の指針となる上位計画、「淀川水
系木津川上流水域流域別下水道整備総合
計画」【三重県策定】の基本事項（河川水
質、汚水量原単位、汚水処理人口など）見
直しが、昨年度末から現在にかけて三重
県下水道事業課で実施されている。本業
務については、現在まで旧上位計画に基
づいて進めていたが、今後、新たな上位計
画に設定される基本事項に基づいた施設
の再検討を行う必要があり、三重県下水道
事業課との協議など、不測の日数を要する
ことから、履行期限の延伸を行う。

―

平成30年度契約
変更3回目
今回の変更：工期延長
のみ（変更前：7月31日）

118 委託 ―
上下水道部
下水道建設
室

名張市公共下水道中央処理区終
末処理場実施設計業務に関する
協定

名張市 蔵持町里 地内 地方共同法人日本下水道事業団 平成30年8月3日 令和元年8月19日 21,780,000 平成30年8月3日 令和元年12月27日

 施設計画の指針となる上位計画、「淀川水系木
津川上流水域流域別下水道整備総合計画」【三
重県策定】の基本計画である河川水質、汚水量
原単位、汚水処理人口など見直しが三重県下水
道事業課で実施されている。
 本業務については、新たに基本事項に基づい
て施設の容量及び配置計画などの再検討を
行っているが、隣接する河川との協議及びその
他機関との協議などに日数を要することから、履
行期限の延伸を行う。

―

平成30年度契約
変更４回目：履行期限
延長、（変更前9月30
日）

119 工事
土木一式工
事

上下水道部
下水道建設
室

鴻（その３）枝線下水工事 名張市 夏見 地内 株式会社ヤマタケ 平成31年3月18日 平成31年4月3日 19,307,160円 平成31年3月18日 令和元年8月30日
・設計単価の改訂に伴う特例措置による増
額。

―
変更1回目
387,720円の増額、工期
の変更なし

120 工事
土木工事一
式

上下水道部
下水道建設
室

鴻（その３）枝線下水工事 名張市 夏見 地内 株式会社ヤマタケ 平成31年3月18日 令和元年7月10日 22,410,000 平成31年3月18日 令和元年9月13日

・埋設物に伴う線形変更による増額。

下水道用PRPφ150 L=131.8m
1号マンホール 3基 、レジンマンホール 1基 、
塩ビマンホール 2基
舗装工 326.9㎡

―

平成30年度契約
変更２回目：3,102,840
円増額、工期延長（変
更前8月30日）

121 工事
土木工事一
式

上下水道部
下水道建設
室

鴻（その３）枝線下水工事 名張市 夏見 地内 株式会社ヤマタケ 平成31年3月18日 令和元年9月4日 22,444,560 平成31年3月18日 令和元年9月13日

・実施精査による増額

下水道用PRPφ150 L=131.4m
1号マンホール 3基 、レジンマンホール 1基 、
塩ビマンホール 2基
舗装工 327.2㎡

―
平成30年度契約
変更３回目：34,560円増
額、（工期変更なし）

122 工事
土木一式工
事

上下水道部
下水道建設
室

名１（その１２）枝線下水工事（夏見
5工区）その２

名張市 夏見 地内 南建設株式会社 平成31年4月22日 ― 28,015,200 平成31年4月22日 令和元年9月30日

開削　PRPφ150　233.24m
マンホール設置工　1号　　　3基
　　　　　　　　　　　　　レジン　5基
　　　　　　　　　　　　　馬蹄　　2基
公共桝設置工　　　6箇所

・第６号・第７号
・将来単独で工事する場合や他の業者と
競争入札する場合よりも、工事価格が安
価に計上できる見込みであり、工期の短
縮、経費削減に加え、工事の安全・円滑か
つ適切な施工を確保する上で有利と認め
られるため。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

123 工事
土木一式工
事

上下水道部
下水道建設
室

名１（その１２）枝線下水工事（夏見
5工区）その２

名張市 夏見 地内 南建設株式会社 平成31年4月22日 平成31年4月23日 25,186,680 平成31年4月22日 令和元年9月30日

見積徴収の結果、南建設㈱が契約相手方
となったことにより、現在履行中の工事との
合算経費による積算が適用となることに伴
う減額

―
変更１回目：2,828,520
円減額（工期変更なし）

124 工事
土木工事一
式

上下水道部
下水道建設
室

名１（その１２）枝線下水工事（夏見
5工区）その２

名張市 夏見 地内 南建設株式会社 平成31年4月22日 令和元年9月26日 25,186,680 平成31年4月22日 令和元年11月15日

梅雨時期の度重なる悪天候により不測の日数を
要した為。
　また、同時施工である上水道の更新工事及
び、名1(その12)枝線下水工事(夏見5工区)にお
いても悪天候により不測の日数を要し本工事に
おける影響が大きくなった為。

―
変更２回目：工期延長
（変更前9月30日）

125 工事
土木一式工

事

上下水道部
下水道建設
室

名1（その12）枝線下水工事（夏見5工
区）その2

名張市 夏見 地内 南建設株式会社 平成31年4月22日 令和元年11月14日 26,770,700 平成31年4月22日 令和元年11月15日

・土質の変更が発生したことに伴い、掘削
工法を変更
(土砂→岩)したことによる増額変更。
・既設舗装厚が想定より厚かったことによ
る増額変更。
(10cm→15cm)
・改正消費税法の施行が行われることか
ら、消費税を10％に変更することによる増
額変更

・第６号及び第７号
・本工事は、下水道建設室発注で現在施
行中の工事(工事名：名1(その12)枝線下水
工事(夏見5工区)、受注者：南建設㈱、設
計金額：73,774千円)の先線で、当初受益
者の方のご理解を頂けず発注できなかっ
た区間において、先日ご理解を頂けたこと
から追加発注する箇所であり、且つ、他の
発注者(水道工務室)の発注に係る現在施
行中の工事(工事名：県道名張青山線配水
管φ100㎜更新工事、受注者：多田工業
㈱、設計金額56,763千円)と交錯する箇所
であります。
　上記のことから、将来単独で工事する場
合の水道仮設費や、今回同時施工するこ
とによる舗装費の按分等により、他の業者
と競争入札する場合よりも工事価格で
3,062千円安価に計上できる見込みであ
り、工事の性質上現在契約履行中の両者
に施工させた方が工期の短縮、経費節減
に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施
工を確保する上で有利と認められ、地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第６号及
び７号に該当するので下記の者と随意契
約により実施したい。

変更3回目：1,584,020円
増額（工期変更なし）

126 委託 ―
上下水道部
下水道建設
室

下水道管内調査業務委託 名張市
蔵持町原
出外

地内 名張環境事業協業組合 平成30年11月21日 令和元年9月3日 4,262,760 平成30年11月21日 令和元年9月30日
当該業務委託の下水道調査管渠が短く
なったことによる減額変更。

―
平成30年度契約
変更３回目：21,600円減
額、（工期変更なし）

127 委託 ―
上下水道部
下水道建設
室

名張市公共下水道に係る事業計
画の策定委託に関する協定

名張市 地内 日本下水道事業団 令和元年6月19日 ― 51,280,000 令和元年6月19日 令和2年3月31日 ―

・第２号
・本業務は、公共下水道全体計画（基本計
画）に基づき、公共下水道整備区域の拡
充及び終末処理場増設を目的とし、都市
計画法並びに下水道法に基づく「事業計
画認可」及び「都市計画決定」を実施する
ものである。
　業務実施においては、昨年度までに、当
市公共下水道における終末処理場基本設
計及び基本計画となる全体計画並びに、
下水道マスタープラン策定の技術的支援と
して委託協定を行い、基礎データ等を有効
活用した検討及び策定が可能であり、豊
富な経験と知識を用いた専門技術者によ
る解析等が可能である「地方共同法人日
本下水道事業団」への委託協定として施
行する。
　尚、「日本下水道事業団」は、地方公共
団体の代表者等の発意により国土交通大
臣の認可を受けて設立された法人であり、
日本下水道事業団法に基づいた事業体で
ある。豊富な経験と専門技術者を擁し、地
方自治体における下水道の根幹的施設の
建設及び維持管理、下水道に関する技術
的援助を行っている。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

128
コンサ

ル
―

上下水道部
下水道建設
室

小1号幹線積算及び図面修正業務
委託

名張市
桔梗が丘
西3番町他

地内
公益財団法人三重県建設技術セ
ンター

令和元年5月7日 ― 3,733,560 令和元年5月7日 令和元年9月30日
設計図作成 1式　、数量計算 1式 、
工事積算 2件

・第2号
・本業務は積算が含まれており、「公共工
事発注者支援機関」に認定されている者に
委託するものとし、三重県下では左記業者
以外の認定はないことから、随意契約とし
た。

129
コンサ

ル
―

上下水道部
下水道建設
室

小1号幹線積算及び図面修正業務
委託

名張市
桔梗が丘
西3番町外

地内
公益財団法人三重県建設技術セ
ンター

令和元年5月7日 令和元年7月3日 3,014,280 令和元年5月7日 令和元年7月31日

・工事積算を1件に変更した。

設計図作成 1式　、数量計算 1式 、
工事積算 1件

―
変更1回目：719,280円
減額、工期短縮（変更
前9月30日）

130 委託 ―
上下水道部
下水道建設
室

工事費積算業務委託（原出3工区） 名張市 蔵持町里 地内
公益財団法人三重県建設技術セ
ンター

令和元年6月12日 ― 3,877,200 令和元年6月12日 令和元年7月31日

工事費積算　1式
・高耐荷力土圧式推進工法　2ｽﾊﾟﾝ
・低耐荷力土圧式推進工法　1ｽﾊﾟﾝ
・取付管推進　　　　　　　　　　1ｽﾊﾟﾝ

・第２号
・本業務は「公共工事発注支援機関」に認
定されている者に委託するものとし、三重
県下では左記業者以外の認定はないた
め。

131
コンサ

ル
―

上下水道部
下水道建設
室

管渠工事管理業務委託 名張市
蔵持町原
出外

地内
公益財団法人三重県建設技術セ
ンター

平成30年9月5日 令和元年9月27日 6,696,000 平成30年9月5日 令和元年11月15日
委託している工事にて工期の変更が発生したこ
とに伴い、本業務における委託期間を令和元年
11月15日まで延期する。

―
平成30年度契約
変更３回目：工期延長
（変更前9月30日）

132 委託 ―
上下水道部
下水道建設
室

管渠工事管理業務委託 名張市
蔵持町原
出　外

地内
公益財団法人三重県建設技術セ
ンター

令和元年7月19日 ― 5,060,000円 令和元年7月19日 令和2年3月19日

工事管理（開削工法：２工事　推進工法及び開
削工法：１工事）
　・工事管理　・打合せ
　・現場完了確認　・資料整理及び報告書作成

・第2号
・本業務は、今年度発注済み及び発注予
定の管渠工事３件の工事管理業務を委託
するものであり、工事管理品質の確保と監
督体制の強化を図るため委託するもので
あり、発注関係事務を公正に行うことがで
きる条件を備えた者を選定する必要がある
ことから、公共工事の品質確保の促進に
関する法律に基づき、三重県過で唯一「公
共工事発注者支援機関」に認定されてい
る左記事業者と随意契約する。

133 工事
土木工事一
式

上下水道部
下水道建設
室

名１（その１２）枝線下水工事（夏見
7工区）及び水道管移設工事

名張市 夏見 地内 スガコー建設株式会社 令和元年9月2日 ― 10,516,000 令和元年9月2日 令和2年1月30日 

下水道工事
路線延長　79.33m　　　開削 管布設工(PRPφ
150)    77.23m　　マンホール設置工(1号)
2基　　マンホール設置工(レジン)　1基　　公共桝
設置工 5箇所　　附帯工  1式
水道管移設工事
管布設延長　41.0ｍ

・第6号及び第7号
・本工事は、下水道建設室発注で施工中
の工事(受注者：南建設㈱の枝線であり、
一部の区間を追加発注するものである。ま
た本工事箇所は、水道工務室で施行中の
工事(受注者：多田工業㈱)と交錯してお
り、両工事の下請業者であるスガコー建設
㈱の事務所及び土場に挟まれている。こ
の土場においては、施工中の両工事の資
材置場等に使用しているが、本工事では
通行止めを想定しているため、スガコー建
設㈱の土場及び駐車場への進入が出来
なくなる。
　こうしたことから、この土場及び資材置場
を利用することや、現在施工中の水道工
事における仮設管を利用することにより、
作業期間の短縮が図れ、競争入札による
場合より安価となる見込みであり、現在施
工中の南建設㈱、多田工業㈱またはスガ
コー建設㈱が本工事を施工することによ
り、現場調整、工事の安全・円滑かつ適切
な施工を確保する上で有利と認められらる
ため、この３者の見積もり合わせにより受
注者を決定する。

134 修繕 ―
上下水道部
浄水室

桜ヶ丘取水所1号取水ポンプ電動
機修繕

名張市 桜ヶ丘 地内
メタウォーター株式会社営業本部
中日本営業部

令和元年5月31日 ― 3,456,000 令和元年5月31日 令和元年7月10日 1号取水ポンプ電動機修繕　 1台

・第2号
・対象機器の修繕は、製造会社から技術
部門を引継ぎ、修繕方法等を熟知した者
以外には出来ないため。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

135 修繕 ―
上下水道部
浄水室

男山配水池緊急遮断弁点検整備 名張市 夏見 地内
株式会社前澤エンジニアリング
サービス

令和元年6月7日 ― 5,184,000 令和元年6月7日 令和元年9月30日 緊急遮断弁（φ600ｍｍ）点検整備　１式

・第2号
・対象機器の点検整備は、製造会社から
保守管理部門を担当し、整備基準等を熟
知した者以外には出来ないため。

136 工事
機械器具設
置工事

上下水道部
浄水室

長瀬浄水場逆洗ポンプ更新工事 名張市 上長瀬 地内
オルガノプラントサービス株式会
社　中部事業所

令和元年7月26日 ― 5,060,000 令和元年7月26日 令和元年11月29日
長瀬浄水場逆洗ポンプ等更新
・逆洗ポンプ　　　2台
・逆止弁等ポンプ廻り配管　一式

・第2号
・本工事は、オルガノ株式会社が設計・施
工した長瀬浄水場のろ過池設備の老朽化
による主要機器の更新を行うものである。
　施工にあたっては、当該設備の運転調整
を実施する必要があるので、当該設備を
熟知するものの関連会社以外実施できな
いため。

137
コンサ

ル
―

上下水道部
浄水室

百合が丘第1配水池他耐震性検
証業務

名張市
百合が丘
外

地内 株式会社日水コン三重事務所 令和元年7月12日 ― 5,060,000 令和元年7月12日 令和2年2月26日 
耐震性検証業務
・百合が丘第1配水池他4箇所

・第6号
・百合が丘配水池等5池の耐震性を判定す
る業務である。なお、別途契約中の『名張
市水道事業基本計画策定業務委託』で
は、該当施設の既存資料収集・整理も行っ
ており、この請負業者への委託により、経
費の削減見込ができるため。

138
コンサ

ル
―

上下水道部
浄水室

滝之原第1ポンプ所外電気設備等
更新工事監督支援業務委託

名張市 滝之原外 地内
公益社団法人三重県建設技術セ
ンター

令和元年9月6日 ― 2,706,000 令和元年9月6日 令和2年3月23日 
滝之原第1ポンプ所外電気設備等更新工事監督
支援業務

・第2号
・公共工事の品質確保の促進に関する法
律において、公共工事発注者支援機関に
認定されている者に委託するため。

139 工事
土木一式工
事

上下水道部
水道工務室

市道上之出中央公園線配水管φ
150mm更新工事

名張市 夏見 地内 南建設株式会社 平成30年10月31日 令和元年5月20日 3,332,880円 平成30年10月31日 令和元年5月31日

本工事は、「名1（その１２）枝線下水工事
（夏見３工区）及び水道移設工事」（以下
下水工事）と施行範囲を共有する水道管更
新工事である。本工事の施
工延長の一部が下水工事の施工に影響し
た為、それが下水工事に追加計上され、本
工事の施工延長が減少したことより減額変
更した。

―

平成30年度契約
変更2回目
今回の変更：231,120円
の減額、工期の変更な
し

140 委託 ―
上下水道部
水道工務室

名張市水道施設維持管理業務委
託

名張市 全域 地内 第一環境株式会社中部支店 平成31年4月1日 ― 11,750,400 平成31年4月1日 令和2年3月31日
給配水管の漏水や破損事故などによる応
急対応・復旧業務、仕切弁ボックス等の保
守点検業務及び工事立会い業務

・第2号
・水道施設維持管理業務は、給配水管の
漏水や破損事故などによる応急対応・復
旧業務、仕切弁ボックス等の保守点検業
務及び工事立会い業務などがあり、緊急
を要し迅速な対応を求められる業務が大
半であります。本業務委託については、名
張市上下水道部お客様センター業務委託
（以下、「同委託」という。）で行っている市
民の方等からの漏水等の通報を受けるこ
と等と同時に行えることで迅速な対応を可
能とし、より良いサービスが提供できること
から、同委託の受託者である左記事業者
と随意契約をした。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

141 工事 ―
上下水道部
水道工務室

市道芝出中央線配水管φ150㎜布
設工事

名張市
蔵持町芝
出

地内 有限会社中嶋工業 令和元年9月2日 ― 5,445,000 令和元年9月2日 令和元年10月18日
配水用ポリエチレン管φ150㎜　L=23.7ｍ
不断水T字管φ200㎜×φ150㎜　N=1基

・第　5　号
・本工事は、蔵持町芝出地内で行われる
開発工事（開発事業者：西濃建設（株）、水
道工事施工業者：(有)中嶋工業）に伴う、
給水管の取出工事及び蔵持町芝出地内
の水道の容量不足を解消するための補完
工事である。本工事は、受託工事の性質
上、開発事業者の意向に沿った事業を行
う必要があり、一般競争入札で実施する
と、施工準備や材料調達等の必要な日数
を考慮すると、開発事業者が希望するスケ
ジュールに間に合わない。また、本工事の
施工上、開発地の給水管引込工事とは連
続性があり、施工期間の短縮及び、当該
路線付近での交通規制等地元住民への
影響緩和の目的からも、開発地の給水管
引込工事と同時埋設施工を行うことが不
可欠である。これらの理由により、開発地
の給水管引込工事業者である左記業者と
随意契約を行った。

142 工事
土木一式工

事
上下水道部
水道工務室

市道芝出中央線配水管φ150㎜布設
工事

名張市
蔵持町芝

出
地内 有限会社中嶋工業 令和元年9月2日 令和元年10月2日 5,005,000 令和元年9月2日 令和元年10月18日

配水用ポリエチレン管φ150㎜　L=21.2ｍ
不断水丁字管φ200㎜×φ150㎜　N=1基
・既設の水道管の横にガス管が埋設されて
おり、水道管を真横に投げ出すことができ
ず、斜めに立ち上げたことにより、水道管
の埋設深が当初予定していたよりも浅く
なったことによる材料、配管手間及び土工
の減少

・第　建12　号
・既設の水道管の横にガス管が埋設され
ており、水道管を真横に投げ出すことがで
きず、斜めに立ち上げたことにより、水道
管の埋設深が当初予定していたよりも浅く
なったことによる材料、配管手間及び土工
の減少

変更1回目：440,000円
減額（工期変更なし）

143 委託 ―
上下水道部
水道工務室

水道施設修繕工事等管理業務委
託

名張市 全域 地内 名張市上下水道協同組合 平成31年4月1日 ― 12,096,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

水道施設の不測の事故並びに緊急を要す
る現場対応について、迅速かつ適確に処
理し、需要者への安定給水を継続して確保
を可能とするため、受注者に終日緊急な対
応が可能となるように、緊急時に備え待機
等を行う業務である。

・第2号
・本業務は昭和60年4月より ｢名張市水道
公認業者協同組合｣ (平成10年度以降は ｢
名張市上下水道協同組合｣ )と上水道管漏
水修理等の事故修繕に関する委託契約を
継続し、今日に至る。上水道送配水管等
の漏水修理は緊急を要する場合が多く、
迅速な対応に加えて特殊な技術を要求さ
れる。経験豊富な市内業者が中心に組織
されている｢名張市上下水道協同組合｣は
本業務に実績があり、名張市の上水道給
水区域内の管路情報や復旧に使用する材
料及び工法にも精通しており、当市の要求
にも十分に対応が可能であるため。

144 委託 ―
市立病院事
務局　総務
企画室

ＰＡＣＳシステム保守業務委託 名張市
百合が丘
西１－１７８

地内 トヨタ産業株式会社津営業所 平成31年4月1日 ― 2,700,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日
放射線科画像連携システムの故障時等の
保守業務

・第2号
・システムを構築した者以外では施行でき
ないため。

145 委託 ―
市立病院事
務局　総務
企画室

名張市立病院院内託児所運営委
託

名張市
百合が丘
西１－１７８

地内
名張市立病院院内託児所運営協
議会

平成31年4月1日 ― 7,020,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日 名張市立病院院内託児所の運営
・第2号
・左記の者以外では託児所の運営に著し
い支障が生じるため。

146 委託 ―
市立病院事
務局　総務
企画室

医療情報システムサーバハウジン
グ業務委託

名張市
百合が丘
西１－１７８

地内
株式会社松阪電子計算センター
名張営業所

平成31年4月1日 ― 7,542,720 平成31年4月1日 令和2年3月31日
医療情報システムサーバーの一部を外部
へ移設することに伴うサーバーラック管理
業務

・第2号
・データーセンターを保有している左記事
業者との随意契約。

147 委託 ―
市立病院事
務局　総務
企画室

病院情報システム運用にかかる業
務委託

名張市
百合が丘
西１－１７８

地内 富士通株式会社三重支店 平成31年4月1日 ― 35,507,808 平成31年4月1日 令和2年3月31日
病院で使用する電算システムの稼働維持
支援業務

・第2号
・システムを開発した者以外では施行でき
ないため。

148 物品等 ―
市立病院事
務局　総務
企画室

病院情報システム賃貸借（再リー
ス）

名張市
百合が丘
西１－１７８

地内
富士通リース株式会社三重営業
所

平成31年4月1日 ― 7,785,216 平成31年4月1日 令和2年3月31日
病院情報システムに係る機器、ソフト、周
辺機器一式の賃貸借

・第2号
・次期システム入替までの間はコスト面、
運営面で再リースが有利であるため。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

149 委託 ―
市立病院事
務局　総務
企画室

磁気共鳴断層撮影装置保守点検
業務委託

名張市
百合が丘
西１－１７８

地内
シーメンスヘルスケア株式会社中
部営業所

平成31年4月1日 ― 10,157,400 平成31年4月1日 令和4年3月31日 磁気共鳴断層撮影装置の保守業務委託
・第2号
・製造元代理店である左記以外の者に委
託することができないため。

・長期継続契約　（期間
3年）
・契約金額は年額

150 委託 ―
市立病院事
務局　総務
企画室

キャノンメディカル製アンギオシス
テムＩＮＦＸ-8000Ｖ/ＪＥ型保守業務
委託

名張市
百合が丘
西１－１７８

地内 株式会社八神製作所津営業所 平成31年4月1日 ― 19,008,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日 血管造影撮影装置の保守業務委託
・第2号
・製造元代理店である左記以外の者に委
託することができないため。

151 委託 ―
市立病院事
務局　総務
企画室

キャノンメディカル製ＣＴ保守業務
委託

名張市
百合が丘
西１－１７８

地内 株式会社八神製作所津営業所 平成31年4月1日 ― 19,980,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日 コンピュータ断層撮影装置の保守業務委託
・第2号
・製造元代理店である左記以外の者に委
託することができないため。

152 委託 ―
市立病院事
務局　総務
企画室

名張市立病院次期医療情報システ
ム調達支援業務委託

名張市
百合が丘
西１－１７８

地内
株式会社日本コンサルタントグ
ループ名古屋営業所

令和元年6月1日 ― 2,970,000 令和元年6月1日 令和元年9月15日
病院情報システムの現状分析、仕様書の
作成等の支援業務

・第2号
・実績と経験が豊富であり、当院の電子カ
ルテを熟知しているため。

153 委託 ―
市立病院事
務局　総務
企画室

名張市立病院臨床検査業務委託
（検査分野3）

名張市
百合が丘
西１－１７８

地内
株式会社ビー･エム･エル三重営
業所

令和元年6月1日 ― 3,100,248 令和元年6月1日 令和元年8月31日
臨床検査業務の外部委託（生理関係1項
目、細菌関係20項目）

・第5号
・入札に付したが落札者が無かったこと、6
月1日より業務を開始する必要があったこ
とから、5月末までの受注者である左記の
者から見積もりを徴取した。

複数単価契約

154 委託 ―
市立病院事
務局　総務
企画室

名張市立病院臨床検査業務委託
（検査分野３）

名張市
百合が丘
西1-178

地内
株式会社ビー･エム･エル三重営
業所

令和元年8月1日 ― 9,092,138 令和元年9月1日 令和2年5月31日 
名張市立病院への検体の集荷を伴う生
理、細菌検査の外部委託

・第2号
・入札参加者がなかったことから平成30年
度契約業者と契約を締結した。

複数単価契約（契約金
額欄は消費税を10%とし
て計算した場合の支出
予定総額を表示）

155 委託 ―
市立病院事
務局　医事
経営室

病院賠償責任保険等の団体加入 名張市
百合が丘
西１－１７８

地内 株式会社自治体病院共済会 平成31年4月30日 ― 4,253,550 平成31年4月30日 令和2年4月30日

・医療事故等により病院が負担する法律上
の賠償責任を保証。
・保育所施設の欠陥やミスにより病院が負
担する法律上の賠償保健

・第2号
・全国の自治体病院の大部分が加入して
いる
・団体割引の適用。保険損害率の継続等

契約金額には消費税を
含まない（非課税取引）

156 委託 ―
名張消防署
通信指令室

消防緊急通信指令設備・消防救急
デジタル無線活動波設備保守点検
業務委託

名張市
鴻之台1番
町　外

地内
富士通ゼネラル中部情報通信
ネットワーク営業部

平成31年4月1日 ― 5,130,000 平成31年4月1日 令和2年3月31日

　消防緊急通信指令設備及び消防救急デ
ジタル無線活動波設備の保守点検業務委
託
・定期保守点検（年1回点検）
・故障受付修理対応

・第2号
・設備、施設及び構成機器については、独
自性、専門性が高く、製造及び設置した者
でしかできないため。

157 委託 ―
教育委員会
事務局　学
校教育室

名張市外国語指導助手（ＡＬＴ）派
遣事業

名張市
鴻之台1番
町1番地外

地内 株式会社アルティアセントラル 平成31年4月1日 ― 13,465,440 平成31年4月1日 令和4年2月28日
市内14小学校に3名の外国語指導助手を
派遣し、児童のコミュニケーション能力等の
充実を図る

・第２号
・プロポーザル方式により選定した事業者
との契約。

158
コンサ

ル
―

教育委員会
事務局　教
育総務室

各小学校自立運転機能付空調設
備整備工事設計業務委託（その２）

名張市 丸之内外 地内 白鳳アーキテック株式会社 平成31年4月19日 ― 4,374,000 平成31年4月19日 令和元年6月28日

平成30年度に設計を完了した学校空調設
備整備工事設計を自立運転機能付空調設
備に変更する設計業務
（名張・蔵持・薦原・比奈知・箕曲・桔梗・つ
つじ・梅が丘・百合が丘　計9校）

・第5号
・先に行った契約が不調になり履行期限を
考慮すると、再入札では間に合わず急を
要するため。

159
コンサ

ル
―

教育委員会
事務局　教
育総務室

新桔梗が丘中学校屋内運動場及
び格技場吊天井等改修工事他設
計業務委託

名張市
桔梗が丘7
番町

地内 田畑隆建築設計 令和元年6月5日 ― 2,700,000 令和元年6月5日 令和元年8月9日

屋内運動場及び格技場の既設計の単価見
直し業務一式
屋内運動場便所整備設計業務一式
屋内運動場及び格技場LED照明設備設計
一式
放送、火放、拡声、時計設備　一式

・第2号
・県所有であった平成28年度に設計を行っ
た事業者であり内容に精通しているため。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

160 委託 ―
教育委員会
事務局　教
育総務室

各小中学校自家用電気工作物保
安管理業務委託

名張市 丸之内外 地内 中部電気保安協会伊賀営業所 平成31年4月1日 ― 2,820,000 平成31年4月1日 令和4年3月31日
各学校の自家用電気工作物の法定点検及
び緊急時の維持管理

・第2号
・入札参加資格者のうち、仕様に示す緊急
時に1時間以内に到着できる条件を満たす
ことができるのは1社であるため。

・長期継続契約（期間3
年）
・契約金額は年額

161 委託 ―
教育委員会
事務局　教
育総務室

名張市立名張小学校・百合が丘小
学校給食調理等業務委託

名張市 丸之内　外 地内 株式会社魚国総本社三重支社 平成31年4月1日 ― 28,679,940 平成31年4月1日 令和2年3月31日
名張小学校、百合が丘小学校における給
食調理などの業務

・第2号
・公募型プロポーザル方式により契約の相
手方は、安全安心な給食を確実に提供し
ており、給食運営に著しい支障をきたさな
いために同事業者と契約する。

162 委託 ―
教育委員会
事務局　教
育総務室

児童生徒心臓検診業務委託（単価
契約）

名張市 丸之内　外 地内 一般財団法人三重県学校保健会 平成31年4月12日 ― 1,404 平成31年4月12日 令和元年７月１６日
小学１・４年生、中学１年生を対象に心電
図検査の実施

・第2号
・限られた期間内で、受診率100％となるよ
う実施する必要があり、学校現場と綿密の
連携が不可欠となるため、三重県学校保
健会と契約を行う

単価契約　（1人当たり）
予定数量：1,999人

163 工事 管工事
教育委員会
事務局　教
育総務室

美旗・すずらん台小学校空調設備
整備工事

名張市 新田外 地内 株式会社生田 令和元年8月1日 ― 140,800,000 令和元年8月1日 令和2年1月15日 

〔美旗小学校〕電源自立型GHP（室外機能
力 冷56㎾ 暖63㎾　最大発電能力4.5㎾)×
7台、自立切替盤、自立ボックス、バッテ
リー、集中管理リモコン一式
〔すずらん台小学校〕電源自立型GHP（室
外機能力 冷56㎾ 暖63㎾　最大発電能力
4.5㎾)×6台、自立切替盤、自立ボックス、
バッテリー、集中管理リモコン、災害時供給
用ガス設備一式

・第２号及び第5号
・本案件は7月26日付の条件付き一般競
争入札により不落となった案件である。
　工期の関係上改めて入札する日数の確
保が困難なことから緊急で施行する必要
がある。
また、入札時の参加者は4社あり、そのうち
3者が辞退していることから参加の意思が
ないと判断し、残る1社より見積徴収し随意
契約とする。

164 工事 管工事
教育委員会
事務局　教
育総務室

美旗・すずらん台小学校空調設備整
備工事

名張市 新田外 地内 株式会社生田 令和元年8月1日 令和2年1月10日 140,800,000 令和元年8月1日 令和2年1月15日

・室外機フェンスの仕様変更
・自立切替盤架台の追加
・指定仮設の精算
・空調室内機の設置教室変更による配管
等の増加
・室外機基礎の変更
・既設マス嵩上げ
・一尾露出配管から隠ぺい配管へ変更

・第2号及び第5号
・本案件は、7月26日の条件付き一般競争
入札により不落となった案件である。工期
の関係上改めて入札に付する日数の確保
が困難なことから緊急で施行する必要が
ある。また、入札時の参加者は4者あり、う
ち3者が辞退していることから、参加意思
のあった１者より見積を徴収し随意契約に
より施行いたしたい。

変更1回目：増減0円（工
期変更なし）

165
コンサ

ル
―

教育委員会
事務局　教
育総務室

各小学校空調設備整備工事監理
業務委託

名張市 丸之内外 地内 白鳳アーキテック株式会社 令和元年8月1日 ― 8,580,000 令和元年8月1日 令和2年1月29日 

下記工事監理業務一式
①名張・百合が丘小学校空調設備整備工
事
②蔵持・桔梗が丘小学校空調設備整備工
事
③比奈知・つつじが丘小学校空調設備整
備工事
④美旗・すずらん台小学校空調設備整備
工事
⑤薦原・梅が丘小学校空調設備整備工事
⑥桔梗が丘南・桔梗が丘東小学校空調設
備整備工事

・第２号
・本委託は空調設備整備工事の監理業務
であり、限られた工事日程の中で6件の工
事を設計に基づいた監理を行わなければ
ならないことから、設計内容や現場状況に
精通した設計業務を行った業者による見
積徴収し随意契約とする。

166
コンサ

ル
―

教育委員会
事務局　教
育総務室

（仮称）新桔梗が丘中学校整備工
事監理業務委託

名張市
名張市桔
梗が丘7番
町

地内 アトリエ７３ 令和元年9月25日 ― 6,600,000 令和元年9月25日 令和2年3月13日 

下記工事監理業務一式
①（仮称）新桔梗が丘中学校整備工事（建
築）
②（仮称）新桔梗が丘中学校整備工事（電
気機設備）
③（仮称）新桔梗が丘中学校整備工事（機
械設備）

・第２号
・本委託は（仮称）新桔梗が丘中学校整備
工事の監理業務であり、限られた工事日
程の中で3件の工事を設計に基づいた監
理を行わなければならないことから、設計
内容や現場を精通した設計業務を行った
業者による見積徴収し随意契約とする。

167 物品等 ―
教育委員会
事務局　図
書館

名張市立図書館専用ホスティング
利用契約

名張市
箕曲中村
18番2

地内 株式会社アドバンスコープ 令和元年9月1日 ― 38,500 令和元年9月1日 令和7年10月31日 

ｗｅｂからの図書館資料の予約等につい
て、メールサーバーを介して、図書館情報
システムで処理しており、インターネット回
線接続事業者の用意するホスティングサー
ビスの利用。

・第２号
・名張市立図書館のインターネット回線接
続事業者であり、当該ドメインの管理事業
者以外実施できないため。

・長期継続契約（7４か
月）
・契約金額は月額
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

168 物品等 ― 議会事務局 タブレット端末通信環境整備 名張市 鴻之台1-1 地内
ＫＤＤＩ株式会社ソリューション中
部支社

令和元年9月1日 ― 77,550 令和元年9月1日 令和3年8月31日

名張市議会で運用しているタブレット議会
システムに使用するタブレット端末通信に
ついて、現在使用中の端末を継続して使用
し、通信サービスを受ける.

・第２号
・タブレット議会システムの設定等がされた
端末を引き続き使用するためには、現在
使用している端末が、SIMロック解除がで
きない機種であることから、同社の通信
サービスを利用せざるをえないため。

・長期継続契約（24か
月）
・契約金額は月額

169 工事 建具工事
総務部
契約管財室

市庁舎１階大会議室横防火シャッ
ター改修工事

名張市
鴻之台1番
町

地内
株式会社鈴木シャッター名古屋
支店

令和2年1月28日 - 2,530,000 令和2年1月28日 令和2年3月13日 

市庁舎1階大会議室横防火シャッター改修
工事 一式
・1階大会議室横2箇所　シャッター番号
109、110

・第２号
・シャッターは、製造者独自の構造等を持
つため、製造者が作業する必要がある。

170 委託 -
地域環境部
環境対策室

東山墓園災害復旧業務に係る作業
委託

名張市 下比奈知 地内 株式会社スガコー建設 令和2年2月7日 令和2年3月13日 3,460,820 令和2年2月7日 令和2年6月30日 墓石・遺骨・遺品等の捜索、引上げ作業

・第2号
・東山墓園災害復旧工事と同調しながら進
める必要があるととともに、作業状況に応
じ緊急的・突発的に生じる業務に迅速に対
応する必要があることから、東山墓園災害
復旧工事を施工する業者と随意契約とし
て実施。

・令和元年度複数単価
契約
変更1回目：期間延長の
み（変更前：令和2年3月
19日）

171 委託 -
地域環境部
環境対策室

東山墓園災害復旧業務に係る作業
委託

名張市 下比奈知 地内 株式会社スガコー建設 令和2年2月7日 令和2年3月13日 3,460,820 令和2年2月7日 令和2年6月30日 墓石・遺骨・遺品等の捜索、引上げ作業

・第2号
・東山墓園災害復旧工事と同調しながら進
める必要があるととともに、作業状況に応
じ緊急的・突発的に生じる業務に迅速に対
応する必要があることから、東山墓園災害
復旧工事を施工する業者と随意契約とし
て実施。

・令和元年度複数単価
契約
変更1回目：期間延長の
み（変更前：令和2年3月
19日）

172 委託 -
地域環境部
地域経営室

多文化共生社会推進事業 名張市
希央台5番

町外
地内 名張市人権センター 令和元年12月1日 - 5,605,000円 令和元年12月1日 令和2年3月31日 

（１）多文化共生センター運営
　①暮らしや地域コミュニティなどについて
の相談機能
　②地域住民と外国人住民の交流を支援
する機能
　③外国人住民の暮らしを中心とした多文
化共生に関する情報発信機能
　④地域福祉教育総合支援ネットワークと
の協働

・第2号
・「多文化共生社会推進事業」として、先駆
性、機動性、独創性、柔軟性が期待できる
実施主体に事業委託し、より効率的な事
業展開と事業効果の向上を図ります
さらに、平成23年度以降、自立と継続が可
能な足腰の強い組織への転換に取り組
み、平成26年度以降における「名張市市
民情報交流センター管理運営業務」も組織
の安定性を評価され、受託が決定してお
り、現段階において、名張市人権センター
以外に施行させた場合、目的の達成に著
しい支障が生じる恐れがあると判断される
ことから、名張市人権センターと随意契約
により実施します。

173 委託 -
市民部　課
税室

令和3年度評価替えにおける標準宅
地鑑定業務委託（その1）

名張市 桜ヶ丘 地内
一般財団法人日本不動産研究所
津支所

令和元年11月6日 - 7,392,000円 令和元年11月6日 令和2年3月31日 

R3年度評価替えに向けた土地（宅地）の適
正評価を目的に、基準時点における適正
な時価を固定資産価格に反映させるため、
市内標準宅地の鑑定評価を実施。

174 委託 -
市民部　課
税室

令和3年度評価替えにおける標準宅
地鑑定業務委託（その2）

名張市 平尾ほか 地内 市川不動産鑑定事務所 令和元年11月6日 - 7,392,000円 令和元年11月6日 令和2年3月31日 

R3年度評価替えに向けた土地（宅地）の適
正評価を目的に、基準時点における適正
な時価を固定資産価格に反映させるため、
市内標準宅地の鑑定評価を実施。

175 委託 -
市民部　課
税室

令和3年度評価替えにおける標準宅
地鑑定業務委託（その3）

名張市 中町ほか 地内 さとう不動産鑑定 令和元年11月6日 - 3,696,000円 令和元年11月6日 令和2年3月31日 

R3年度評価替えに向けた土地（宅地）の適
正評価を目的に、基準時点における適正
な時価を固定資産価格に反映させるため、
市内標準宅地の鑑定評価を実施。

176 委託 -
市民部総合
窓口センター

名張市総合窓口センター窓口業務等
委託

名張市 鴻之台1-1 地内
株式会社エイジェック名古屋オ
フィス

令和2年1月30日 - 92,980,800 令和2年4月1日 令和5年3月31日 
総合窓口センターにおける窓口業務の一
体的な運用

・第2号
・プロポーザル方式により選定した事業者
との契約。

・第2号
・標準宅地数が多数あり（350地点）、1不
動産鑑定士では処理できないこと、価格の
バランス検証や均衡を図る必要から、複数
の鑑定士による鑑定が必要。
・鑑定評価は市域内のみならず、より広域
的な市町間や県域における価格均衡にも
十分配慮し、それらに精通した鑑定士間の
情報交換が不可欠である。
・これらを勘案し、鑑定士の選定に当たっ
ては県下の鑑定士が全員所属する唯一の
組織・一社）三重県不動産鑑定士協会に
属するとともに、市の定める固定資産鑑定
評価員選定基準に基づき選定した担当鑑
定士と契約することにより、より適正な公的
評価の実施が可能となる。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

177
コンサ

ル
-

産業部
農林資源室

台風19号災害査定設計書作成業務
委託

名張市
下小波田
ほか

地内 三重県土地改良事業団体連合会 令和元年10月21日 - 4,840,000円 令和元年10月21日 令和元年12月23日 災害査定設計書作成　2件

・地方自治法施行令第167条の2第1項第5
号,6号
・災害査定の実施に向けて、早期に実施
する必要がある。又、県内市町が使用する
積算システムが使用できる。

178
コンサ

ル
-

都市整備部
道路河川室

市道新田南古山線道路整備に伴う測
量設計業務委託

伊賀市 上神戸 桔梗測量設計株式会社名張支店 令和元年10月8日 - 2,632,300 令和1年10月8日 令和2年1月31日
測量・設計業務　N=1式
・路線測量　L=0.2ｋｍ
・道路詳細設計　L=0.2ｋｍ

・第5号
・早急に業務を行う必要があるため。

179
コンサ

ル
-

都市整備部
道路河川室

市道新田南古山線道路整備に伴う測
量設計業務委託

伊賀市 上神戸 桔梗測量設計株式会社名張支店 令和元年10月8日 令和2年1月8日 2,686,200 令和元年10月8日 令和2年3月17日 地元協議に不測の日数を要したため。 －
令和元年度契約
変更1回目：工期延長の
み（変更前1月31日）

180
コンサ

ル
-

都市整備部
道路河川室

市道箕曲中村本町線道路整備に伴う
測量設計業務委託

名張市 箕曲中村 地内
三井共同建設コンサルタント株式
会社三重営業所

令和元年10月15日 - 5,416,400円 令和元年10月15日 令和2年3月19日 
事業延長　Ｌ＝0.30ｋｍ
・路線測量　Ｌ＝0.30ｋｍ
・道路詳細設計　Ｌ＝0.30ｋｍ

・第5号
・国土交通省が進めている名張川改修事
業（以下、引提事業）と一体で計画を進め
ることが必要不可欠であり、引提事業計画
に直結することから適切かつ迅速な対応
が必要となるため。

181 委託 -
都市整備部
都市計画室

市街地循環型コミュニティバス運行業
務委託

名張市
名張駅～
桔梗が丘
駅ほか

地内 三重交通株式会社 令和2年2月3日 - 19,645,420 令和2年2月3日 令和2年3月31日

市街地循環型コミュニティバス「ナッキー
号」に専属使用する車両の故障が契約当
初に想定にない箇所である、また、車両形
式が古く修繕部品を新造する必要があり、
発注者として応分の負担をする必要がある
ため。

―

182
コンサ

ル
-

都市整備部
維持管理室

瀬古口橋外３橋補修設計積算業務委
託

名張市 瀬古口外 地内
公益財団法人三重県建設技術セ
ンター

令和2年2月3日 - 6,349,200 令和2年2月3日 令和2年3月19日 橋梁詳細設計積算業務　4橋

・第2号
・当該業務委託は、見積徴収業者が平成
25年度に計画策定した「橋梁長寿命化修
繕計画」で現地調査を行った橋梁が対象
で、現地の習熟において特に有利であると
考えられる。
また、品確法において発注者は、事務の
適正化・法令の順守と秘密の保持・発注関
連事務を公正に行えるものを選定すること
が求められており、中部地方整備局と中部
4県2政令市で構成する「施工体制の確保
に関する推進協議会」において、当該業者
は、三重県内で唯一「公共工事発注者支
援機構（公共工事の品質確保の促進に関
する法律による）」に認定されており、発注
者として不足している技術力や人員体制を
補完できるため。

183 委託 -
都市整備部
維持管理室

簗瀬水路浚渫作業委託 名張市 桜ヶ丘外 地内 名張環境事業協同組合 令和2年2月6日 - 11,000,000 令和2年2月6日 令和2年3月23日 

開渠浚渫　L=2,250ｍ
暗渠浚渫　L=1,425ｍ
管渠浚渫  L=   30ｍ
桝浚渫　　N=29箇所

・第2号
・合特法

184 委託 -
都市整備部
維持管理室

簗瀬水路浚渫作業委託 名張市 桜ヶ丘外 地内 名張環境事業協同組合 令和2年2月6日 令和2年3月10日 11,105,600 令和2年2月6日 令和2年3月23日

松崎町地内の浚渫箇所の取り消し及び
地元要望により、木屋町地内及び本町地
内のの浚渫を追加したことによる増額変
更。開渠浚渫   L=2,295ｍ
暗渠浚渫   L=1,472ｍ
管渠浚渫   L=  206ｍ
桝浚渫　   N=29箇所

・第2号
・合特法

185 物品 -
市立病院事
務局　総務
企画室

X線一般撮影装置一式購入 名張市
百合が丘
西1-178

地内 株式会社ワキタ商会三重営業所 令和元年11月29日 - 9,075,000円 令和元年11月29日 令和2年1月13日 X線一般撮影装置一式の購入

・第５号
・修理ができなくなったことにより早急に更
新しなければ病院運営に支障をきたすた
め
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

186 物品 -
市立病院事
務局　総務
企画室

循環器検査動画ネットワークシステム
一式導入

名張市
百合が丘
西1-178

地内 株式会社フォーム三重支店 令和元年12月25日 - 31,680,000円 令和元年12月25日 令和2年3月31日 
循環器検査動画循環器システム一式の導
入

・第２号
・キャノン製品であることからキャノンの代
理店に見積徴取した

187 物品 -
市立病院事
務局総務企
画室

名張市立病院医療情報システム更新 名張市
百合が丘
西１-178

地内
株式会社ミエデンシステムソ
リューション

令和1年12月2日 - 434,280,000 令和元年12月2日 令和2年3月31日 
老朽化による電子カルテシステム等の更
新

・第２号
・プロポーザル方式により選定した事業者
との契約。

188 賃貸借 -
市立病院事
務局総務企
画室

病院情報システム賃貸借 名張市
百合が丘
西1-178

地内
富士通リース株式会社三重営業
所

平成31年4月1日 令和2年2月29日 7,232,796 平成31年4月1日 令和2年2月29日

賃貸借期間の変更及び契約代金減少　令
和2年2月29日　552,420円の減額　電子カ
ルテシステム等の更新に伴い、旧システム
を返却したため。

・第２号
・当初よりの契約者であるため

189 物品 -
市立病院事
務局総務企
画室

名張市立病院医療情報システム更新 名張市
百合が丘
西１-178

地内
株式会社ミエデンシステムソ
リューション

令和元年12月2日 令和2年3月6日 433,866,400 令和2年3月6日 令和2年3月31日 
一部のシステムを不採用した。ＰＣ、プリン
タの台数を変更したため。413,600円の減
額

・第２号
・当初よりの契約者であるため

190 委託 -
上下水道部
水道工務室

上水道管路情報管理システム情報更
新業務委託

名張市 下比奈知 地内 株式会社ジオフォーラム 令和2年1月10日 令和2年3月13日 3,435,300 令和2年1月10日 令和2年3月17日 
情報更新内容ｇｇ会苦を再精査により、更
新検収が減少した為の減額

・第2号
・当業務は、上水道管路情報管理システム
情報更新業務であり、本システムの開発
及び管理業者である株式会社ジオフォー
ラム以外では施行できないため。

191 工事 電気
上下水道部
浄水室

富貴ヶ丘浄水場・桜ヶ丘取水所無停
電電源装置等蓄電池更新工事

名張市
下比奈知

ほか
地内

メタウォーター株式会社営業本部
中日本営業部

令和元年10月8日 - 12,650,000円 令和元年10月8日 令和2年2月28日 
富貴ヶ丘浄水場無停電電源装置蓄電池　1
式
桜ヶ丘取水所直流電源装置蓄電池　1式

・第2号
・当該機器は、富士電機株式会社が設計
施工したものであり、同社もしくは関連会
社以外では施工できないため。

192 工事
機械器具設

置
上下水道部
浄水室

大屋戸浄水場2号取水ポンプ整備工
事

名張市 大屋戸 地内 親和電機工業株式会社 令和元年10月23日 - 3,300,000円 令和元年10月23日 令和2年1月30日 大屋戸浄水場2号取水ポンプ工場整備　1式

・第2号
・当該機器は、株式会社酉島製作所が設
計施工したものであり、同社もしくは関連
会社以外では整備できないため。

193 工事 電気
上下水道部
浄水室

桜ヶ丘配水池水位計設置工事 名張市 桜ヶ丘外 地内
メタウォーター株式会社営業本部
中日本営業部

令和2年2月11日 - 4,950,000 令和2年2月11日 令和2年3月13日 

桜ヶ丘配水池水位計　1台
桜ヶ丘配水池TM/TC盤機能増設　1式
大屋戸浄水場中央監視設備機能増設　1
式

・第2号
・本工事で設置する機器は、富士電機株
式会社が設計施工した設備と密接な関係
があり、同社もしくは関連会社以外では施
工ができないため。

194 工事 電気
上下水道部
浄水室

桜ヶ丘配水池水位計設置工事 名張市 桜ヶ丘外 地内
メタウォーター株式会社営業本部
中日本営業部

令和2年2月11日 令和2年3月9日 4,950,000 令和2年2月11日 令和2年3月23日 
機器の製作に想定以上の時間を要したた
め。

・第2号
・本工事で設置する機器は、富士電機株
式会社が設計施工した設備と密接な関係
があり、同社もしくは関連会社以外では施
工ができないため。

変更1回目：3月23日工
期変更（変更前3月13
日）
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

195 修繕 -
上下水道部
浄水室

富貴ヶ丘浄水場ポンプ設備外点検整
備

名張市
下比奈知

ほか
地内 親和電機工業株式会社 令和2年1月22日 - 2,805,000 令和2年1月22日 令和2年3月10日 

ポンプ設備点検整備　計15台
・桜ヶ丘取水所　2台
・富貴ヶ丘浄水場　6台
・大屋戸浄水場　5台
・長坂ポンプ所　2台

・第2号
・当該機器は、株式会社酉島製作所が設
計施工したものであり、同社もしくは関連
会社以外では整備できないため。

196 修繕 -
上下水道部
浄水室

大屋戸浄水場脱水機設備点検整備 名張市 大屋戸 地内 株式会社栗田機械製作所 令和2年2月6日 - 4,950,000 令和2年2月6日 令和2年3月25日 

1号脱水機圧搾膜取替　9組
2号脱水機ろ布取替　1式
ろ板送りアタッチメントスプリング取替　2台
分
脱水機及び補機設備点検整備　1式

・第2号
・当該機器は、株式会社栗田機械製作所
が設計施工したものであり、同社もしくは
関連会社以外では整備できないため。

197
コンサ

ル
-

上下水道部
下水道建設
室

名張市公共下水道中央浄化センター
の実施設計の作成委託に関する協
定

名張市 蔵持町里 地内 地方共同法人日本下水道事業団 令和元年12月12日 60,000,000 令和元年12月12日 令和2年3月31日

詳細設計
水処理施設　　（増設）　一式
汚泥処理施設　（増設）　一式
し尿受入れ施設（新設）　一式

・第２号
・処理場施設の増設及び新設の基本設計
については、今年度、配置計画及び基本
要件整理や事業採択に向けた国県協議等
を含む業務として、技術的支援団体である
「地方共同法人日本下水道事業団（以下、
「事業団」という。）」と業務の委託協定を締
結し実施している。
　本件は、基本設計の基礎データ等を有
効活用した設計が必須となる継続業務で
あり、実施に向けた調査方針や施設計画
及び現地情報等を把握・熟知し、豊富な経
験と知識を用いた解析等が可能である「事
業団」との委託協定により施行いたした
い。
　尚、「事業団」は、日本下水道事業団法
に基づいた事業体であり、豊富な経験と専
門技術者を擁し、地方自治体における下
水道の根幹的施設の建設及び、下水道に
関する技術支援を受託している。

198
コンサ

ル
-

上下水道部
下水道建設
室

名張市公共下水道中央浄化センター
の実施設計の作成委託に関する協
定

名張市 蔵持町里 地内 地方共同法人日本下水道事業団 令和元年12月12日 令和2年3月23日 60,000,000 令和元年12月12日 令和2年7月31日

詳細設計
水処理施設　　（増設）　一式
汚泥処理施設　（増設）　一式
し尿受入れ施設（新設）　一式
変更理由
本業務における土木建築・電気機械計画
について、関係機関及び関係部局協議・検
討を進めておりますが、関係法令との整合
や施工方法等、継続が必要となる協議・検
討の実施に不足の日数を要することから、
履行期限の延伸を行うものである。

・第２号
・処理場施設の増設及び新設の基本設計
については、今年度、配置計画及び基本
要件整理や事業採択に向けた国県協議等
を含む業務として、技術的支援団体である
「地方共同法人日本下水道事業団（以下、
「事業団」という。）」と業務の委託協定を締
結し実施している。
　本件は、基本設計の基礎データ等を有
効活用した設計が必須となる継続業務で
あり、実施に向けた調査方針や施設計画
及び現地情報等を把握・熟知し、豊富な経
験と知識を用いた解析等が可能である「事
業団」との委託協定により施行いたした
い。

変更1回目：7月31日工
期変更（変更前3月31

日）

199 委託 -
上下水道部
下水道建設
室

小1号幹線設計業務委託 名張市
桔梗が丘
西3番町外

地内
公益財団三重県建設技術セン
ター

令和2年1月10日 - 5,349,300 令和2年1月10日 令和2年3月13日
設計図作成、数量計算、施工方法等の比
較検討、報告書作成、設計協議

・第２号
・設計には高度な知識を必要とし、特殊工
法の設計を適正に実施する事を目的とす
る他、名張市の人員体制を補う事も目的と
している。
　品確法において発注者は、発注関係事
務を公正に行うことができる条件を備えた
者を選定するよう求められているため、本
業務は「公共工事発注者支援機関」に認
定されている者に委託するものとし、三重
県下では左記業者以外の認定はないこと
から、左記業者と随意契約とした。
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◎　表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が２種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

（金額の単位：円）

番号 業種区分 種類 発注担当室 件　　　　　名 受注者名 契約日 変更契約日
契約金額又は

変更後契約金額
（税込）

履行期間（自） 履行期間（至）
工事等の概要

変更の場合は、変更理由・変更概要

　　　　　　　　随意契約理由
・根拠法令（適用条項）
・具体的理由

備考
（単価契約の場合は、
単位・予定数量）

場所

【契約状況の公表】　随意契約 （予定価格250万円超）　　令和元年4月1日から令和２年３月3１日までに契約または変更契約を行ったもの

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕　に該当しないものです。

随意契約理由について・・・随意契約を行う根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項(市立病院事業及び水道事業については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項を適用）に定められており、第１号から第９号まで種類があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　下表では、それぞれの案件が、第何号に該当するかを記載しています。なお、第3号に該当する案件については、別途公表しているため、この一覧には、掲載していません。 ※契約締結日がR1.6.30以

前の件は、消費税及び地
方消費税を８％で計算して
います。

200 委託 -
上下水道部
下水道建設
室

管渠工事管理業務委託 名張市
蔵持町原
出　ほか

地内
公益財団三重県建設技術セン
ター

令和元年7月19日 令和2年2月26日 5,152,000 令和元年7月19日 令和2年3月19日
・改正消費税法の施行が行われることか
ら、消費税を10％に変更することによる増
額変更

・第２号
・「品確法」において発注者は発注関係事
務を公正に行うことができる条件を備えた
者を選定するよう求められているため、本
業務は「公共工事発注者支援機関」に認
定されている者に委託するものとする。三
重県下では「公共工事発注者支援機関」に
認定されている者は、（公財）三重県建設
技術センターが唯一であるため、地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号により
同者に随意契約したい。

変更1回目：92,000円増
額

201 工事 管工事
上下水道部
下水道維持
室

百合が丘住宅地汚水処理施設砂ろ
過１号機ろ材入替工事

名張市 百合が丘 地内
日化メンテナンス株式会社西日
本支店

令和元年11月25日 - 2,810,500円 令和元年11月25日 令和2年1月31日 ろ材入替　14ｍ3　内面塗装　51㎡

・第2号
・本整備工事は、汚水処理を行いながらの
作業となることから、施設の運転管理委託
業者と密接な調整が必要となる。また、運
転管理者以外の者が行なった場合は運転
管理に著しく支障をきたすため。

202 工事 管工事
上下水道部
下水道維持
室

中央浄化センター水処理棟（１）ほか
床排水ポンプ取替工事

名張市 蔵持町里 地内
近畿環境サービス株式会社名張
事業所

令和元年12月5日 - 3,300,000円 令和元年12月5日 令和2年3月16日 床排水ポンプ４台、着脱装置８組

・第２号
・本工事は運転管理の調整を行いながら
の施工となることから運転管理者以外では
施工が困難となるため。

203 工事 管工事
上下水道部
下水道維持
室

百合が丘住宅地汚水処理施設沈殿
槽１系掻寄機更新工事

名張市 百合が丘 地内
日化メンテナンス株式会社西日
本支店

令和元年12月25日 令和2年3月5日 6,545,000円 令和元年12月25日 令和2年3月13日 沈殿槽1系掻寄機更新　1台

・第2号
・本整備工事は、汚水処理を行いながらの
作業となることから、施設の運転管理委託
業者と密接な調整が必要となる。また、運
転管理者以外の者が行なった場合は運転
管理に著しく支障をきたすため。

工期変更

204 委託 -
上下水道部
下水道維持
室

中央浄化センター非常用発電設備点
検業務委託

名張市 蔵持町里 地内 株式会社安川電機名古屋営業所 令和元年11月7日 - 2,970,000円 令和元年11月7日 令和元年12月18日 非常用発電設備点検　１式
・第２号
・非常用発電設備の点検については、製
造者でしか実施が困難であるため。

205 委託 -
上下水道部
下水道維持
室

下水道施設構造図電子システム整備
業務委託（公共下水道）

名張市
下比奈知

2820
地内 株式会社ジオフォーラム 令和元年12月2日 令和2年3月13日 3,088,800円 令和元年12月2日 令和2年3月19日 

維持管理情報整備　2.3km
公共桝設置申請書入力　42件
排水設備書類入力　276件
更生に関する情報整備　1式
移管団地情報整備　3.5km

実施精査ならびに事業推進のため
排水設備書類入力　226件→277件
更生に関する情報整備　MH　58件→338
件
移管団地情報整備　3.5km→3.6km

・第２号
・現行使用しているシステムと密接不可分
な関係にあり、同システム開発業者以外で
は、データ利用に著しい支障が生じる恐れ
があるため

令和元年度契約
変更1回目：525,800円
増額
（工期変更なし）

206 工事 管工事
上下水道部
下水道維持
室

百合が丘住宅地汚水処理施設破砕
機２号機整備工事

名張市 百合が丘 地内
日化メンテナンス株式会社西日
本支店

令和2年2月3日 - 2,640,000 令和2年2月3日 令和2年3月13日 破砕機整備　1台

・第2号
・本整備工事は、汚水処理を行いながらの
作業となることから、施設の運転管理委託
業者と密接な調整が必要となる。また、運
転管理者以外の者が行なった場合は運転
管理に著しく支障をきたすため。

207 物品 -
教育委員会
学校教育室

名張市各小学校ＬＴＥタブレット端末
外賃貸借

名張市
丸之内ほ

か
地内 株式会社ＮＴＴドコモ東海支社 令和元年６月２８日 令和元年１２月２７日 72,513,888 令和元年９月１日 令和6年8月31日 

タブレット端末で使用している学習用ソフト
ウェアの使用料金の変更（仕様ユーザー数
の減少）

第２号
公募型プロポーザル方式
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